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町 民 憲 章    昭和28年5月3日町制施行　
　わたしたち田尻町民は、和泉連峰をのぞみ、茅渟の海につながる
優れた自然環境のもとに、古い歴史を刻み、豊かな文化をはぐくん
できました。この心のふるさとをみつめながら健全な心身を養い、み
んなの幸せと繁栄を願い、うるおいと安らぎのある町づくりを目指
し、こぞって努力することを確かめあうため町民憲章を定めます。

一　きれいな海とみどりのまちをつくります。
一　力を合わせ平和なまちをつくります。
一　楽しい家庭と豊かなまちをつくります。
一　おもいやりの心と健康なまちをつくります。
一　文化を高め明るいまちをつくります。
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第62回　全国硬筆作品展覧会で各賞を受賞

田尻で収穫し、金芽米に加工したお米を給食で提供

　農業委員会の皆さまと東洋ライス
株式会社さまの協力のもと、今年も
本町で収穫し、金芽米に加工したお
米を使用したごはんを小・中学校及
びたじりエンゼルの給食で提供しま
した。
　今年のお米も子こども達から好評
で、美味しいとの声がたくさんあり
ました。
　ご協力いただきました皆さま、あ
りがとうございました。

ワイドアングルワイドアングルワイドアングル

町府民税第4期分の納期限は１月31日（金）です。町府民税第4期分の納期限は１月31日（金）です。

文部科学大臣賞
田尻町立小学校　５年生

斉藤七海さん
さいとうなな み

泉佐野市長賞
田尻町立小学校　６年生

中西美結希さん
なかにし  み   ゆ   き

日本郵便株式会社社長賞
田尻町立中学校　２年生

谷川結奈さん
たにがわゆい  な

元気 な元気な

現在２月号の募集をしています。詳しい内
容については、電話又は町ホームページを
ご覧ください。

企画人権課　電話 466-5019
                  FAX 466-8725

問

募集中！募集中！
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新年のご挨拶

　新年、明けましておめでとうございます。
　皆様方におかれましては、健やかに新春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
　また、平素より町政に対しまして、温かいご理解
とご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
　昨秋、皆様からの力強いご支援と温かいご厚情を
賜り、二期目の町政の重責を担わせていただくこと
となりました。皆様からお寄せいただきました信頼
と期待に応えるべく、新たな決意と情熱をもって、
田尻町の発展に全力で取り組んで参ります。
　さて、昨年は、小中学校給食費の無償化、たじ
りっちバスの運行開始、幼稚園保育所でのＩＣＴ教
育開始など各種施策を進めて参りました。また、明
治22年の田尻村誕生から130年を迎え、「人と歴史
を紡ぐ・たじり130年」を基本コンセプトとした
様々な記念事業を実施いたしました。とりわけ10
月に開催しました「田尻130年フェスタ」において
は、たくさんの方にご参加いただき、盛大にお祝い
することができました。これもひとえに、皆様のご
支援ご協力の賜物と深く感謝いたします。
　本年は、たじりっち広場の整備や吉見ノ里駅バリ
アフリー化及び駅前周辺整備事業等、これまでの施
策をさらに推進するとともに、人生100年時代に向
けた健康づくりの取組み拡充、また、安全・安心な
まちを目指し、災害に強い、犯罪のないまちづくり
を積極的に進めて参ります。さらに、次代を担う子
どもを育成するため、文化の醸成を図り、より一層
の教育の充実を図って参ります。今後も、まちの魅
力を高め、町民の皆様が田尻町に住んで良かった、
住み続けたいと、より具体的に実感していただける
町政運営に取り組んで参りますので、皆様のご指導
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
　結びになりますが、この一年が皆様にとって実り
多き素晴らしい年となりますよう祈念いたしまし
て、新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年、明けましておめでとうございます。
　住民の皆様には、令和最初の新年を健やかに迎え
られたことと、心からお慶び申し上げます。
　また、日頃より、町議会に対して温かいご理解と
ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
　昨年4月の町議会議員選挙におきましては、約
4000人の町民の方々が、投票を行われました。こ
の場をお借りしまして感謝申し上げますとともに、
10名の議員が皆様方に投じていただいた一票の重
さを胸に刻み、生活向上を願う皆様の負託に応えら
れるよう一層気を引き締めて議会活動を強化してま
いります。
　さて、昨今の気候変動がもたらす異常気象は、昨
年も、日本各地に大きな被害をもたらしました。そ
の中には、友好都市提携を結ぶ宮城県大崎市（旧宮
城県田尻町を含む）も含まれています。
　もとより、平成30年9月の台風21号は、田尻町に
暮らす私たちに、自然の驚異をまざまざと見せつけ
たことは記憶に新しいところであります。あのよう
な経験は二度としたくなく、今年1年が平穏な年で
ありますよう、願うばかりであります。
　しかしながら、災害は忘れたころにやってきま
す。「備えておく」ということは、すべてにおいて
重要です。いざというときに、何が必要なのか、町
民の皆様の生命と財産と安全・安心な暮らしを守る
ため、議会としてなにができるのか。常に意識し
て、減災・防災対策に関する課題にこれからも積極
的に取り組んでまいります。
　むすびに、本年も相変わらぬご支援、ご協力を賜
りますようお願い申し上げますとともに、皆様のご
健勝ご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶といた
します。

田尻町長
栗　山　美　政

田尻町議会議長
大　門　久　恭

人のうごき人のうごき人のうごき人のうごき
12月1日現在（　）前月比

世帯数　4,112世帯（－ ２）
総人口　8,677人（＋ 5） 　男   4,313人（＋ 6）  　女   4,364人（－ 1）
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問い合せ先 資格条件 場所・勤務時間等 報　酬 賞与
健保
厚年

雇用
保険勤 務 内 容職　種 人数

　次のとおり非常勤職員を募集します。

　申込みは、一人一職種のみとし、重複申込はできませんのでご注意ください。

【労働条件等】

　・任用期間は、原則４月１日から翌年３月31日の１年間（再任あり）です。

　・賞与（初年度：年1.69月、翌年度以降：年2.6月）、交通費の支給制度があります。

　・経験年数により、報酬額は異なります。

　・休暇は、有給休暇・年末年始休暇・服務等特別休暇制度があります。

　・勤務時間に応じ、健保・厚年・雇用保険に加入します。

　・どの職種についても、年齢制限はありません。

　・資格条件の各種資格等については、取得見込者も可とします。ただし、任用する日までに資格等

　　を取得できない場合は、合格者であっても任用を取り消します。 

【申込受付期間等】

　申込受付期間　 1 月 6 日（月）～20日（月）　午前 8 時45分～午後 5 時15分

　　　　　　　　※ただし、土曜日・日曜日・祝日（社会教育課については、水曜日・祝日）は除きます。

　申 込 方 法　共通必要書類……履歴書（写真貼付）

　　　　　　　　その他必要書類…要資格職の場合は資格証明書写し

　提　出　先　職種により異なります。各問い合せ先を参照してください。

福祉課
(ふれ愛センター１階)
466-8813

令和２年度 非常勤職員（会計年度任用職員）募集

特になし

ふれ愛センター　
月～金
午前８時15分～
午後３時45分
(内　休憩１時間)

1人 ○ ○ ○
(月額)
129,888円～
137,711円

用務員

ふれ愛センタ
ーの清掃・雑
務

ふれ愛センター　
月～金
午前9時～
午後4時30分
(内　休憩１時間)

1人 ○ ○ ○

(月額)
129,888円～
137,711円

一般事務
補助員

 ● 高卒程度の学
　力を有する方
 ● 障害者手帳を
　お持ちの方
※任用について

は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合 が あ り ま
す。

ふれ愛センタ
ーの受付窓口
・貸館受付

特になし

役場本庁舎　月～金
午前7時30分～
11時30分
午後１時～４時30分

総務課
(本庁舎２階)
466-5002

○ ○ ○
(月額)
149,870円～
158,897円

用務員 1人
役場本庁舎・
別館の清掃、
雑務

若干名
役場別館　月～金
午前9時～午後4時
(内　休憩１時間)

一般事務
秘書課

(本庁舎２階)
466-5001

○ ○ ○行政事務全般
(月額)
123,589円～
149,522円

行政経験者
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　提　出　先　職種により異なります。各問い合せ先を参照してください。

福祉課
(ふれ愛センター１階)
466-8813

令和２年度 非常勤職員（会計年度任用職員）募集

特になし

ふれ愛センター　
月～金
午前８時15分～
午後３時45分
(内　休憩１時間)

1人 ○ ○ ○
(月額)
129,888円～
137,711円

用務員

ふれ愛センタ
ーの清掃・雑
務

ふれ愛センター　
月～金
午前9時～
午後4時30分
(内　休憩１時間)

1人 ○ ○ ○

(月額)
129,888円～
137,711円

一般事務
補助員

 ● 高卒程度の学
　力を有する方
 ● 障害者手帳を
　お持ちの方
※任用について

は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合 が あ り ま
す。

ふれ愛センタ
ーの受付窓口
・貸館受付

特になし

役場本庁舎　月～金
午前7時30分～
11時30分
午後１時～４時30分

総務課
(本庁舎２階)
466-5002

○ ○ ○
(月額)
149,870円～
158,897円

用務員 1人
役場本庁舎・
別館の清掃、
雑務

若干名
役場別館　月～金
午前9時～午後4時
(内　休憩１時間)

一般事務
秘書課

(本庁舎２階)
466-5001

○ ○ ○行政事務全般
(月額)
123,589円～
149,522円

行政経験者

5

保育所・幼稚園　
月～土　5～6日
午前７時～10時30分
(内　３時間勤務)

3人 ○保育士
（午前勤務①）

問い合せ先 資格条件 場所・勤務時間等 報　酬 賞与
健保
厚年

雇用
保険勤 務 内 容職　種 人数

福祉課
(ふれ愛センター１階)
466-8813

こども課
(ふれ愛センター１階)
466-5013

保育士
（午後勤務①）

保育所・幼稚園　
月～土　5～6日
午後3時～7時
(内　３～４時間勤務)

9人 ○

保育士
（午後勤務②）

保育所・幼稚園　
月～土　5～6日
午後0時30分～7時
(内　5時間勤務)

7人 ○ ○ ○

ふれ愛センター　
月～金　４～５日
午前９時～午後５時

（内　６～７時間勤務）

２人 ○ ○ ○
(月額)
138,722円～
220,302円

介護支援
専門員

介護支援専門員
資格

要介護認定調
査及び介護保
険業務に係る
事務全般

ふれ愛センター
不定期（月数件程度）
※月 1 ～ 2 件のみで
　も可、都合の良い
　時間に勤務してい
　ただけます。

若干名 (時給)
1,500円認定調査員

大阪府が実施す
る認定調査員研
修を受講済みの
方

要介護認定調
査の実施（被
保険者宅への
事前連絡、訪
問、調査票作
成）、調査票
の受け渡し、
実績報告等

栄養士資格
(月額)
167,309円～
203,520円

保育所・幼稚園
ふれ愛センター　
月～金
午前８時～
午後４時30分
(内　休憩１時間)

１人栄養士 ○ ○ ○

保育所・幼稚
園給食の献立
作成、栄養価
計算、食材料
発注業務、調
理業務委託内
容の点検業務
等

保育士資格
(月額)
167,309円～
203,520円

子育て支援センター　
月～金
午前９時～
午後５時15分
(内　休憩45分)

１人

子育て支援
センター保
育士

（支援セン
 ター長）

○ ○ ○

子育て支援セ
ンターの運営
管理、育児教
室、相談、一
時預かり事業
等

保育士資格

保育所・幼稚園
月～土　5～6日
午前8時30分～
午後４時30分
(内　休憩45分)

29人 ○ ○ ○
保育士
(日中勤務)

3人
保育士

（午前勤務②）

保育所・幼稚園　
月～土　5～6日
午前７時～午後2時
(内　6時間勤務)

○ ○ ○

(時給)
1,043円～
1,273円

クラス担任の
補助、障害児
等の介助

(月額)
158,757円～
193,860円

保育所・幼稚園　
月～金
午前８時～午後４時
(内　休憩45分)

１人
保育総合支
援員

○ ○ ○

運営に係る事
務作業補助、
保育業務の準
備作業、保育
業務

 ● 保育士資格
※任用について

は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合 が あ り ま
す。
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問い合せ先 資格条件 場所・勤務時間等 報　酬 賞与
健保
厚年

雇用
保険勤 務 内 容職　種 人数

学事課
(ふれ愛センター１階)
466-5022

こども課
(ふれ愛センター１階)
466-5013

(時給)
1,009円～
1,187円

子育て支援センター　
月～金　週4日程度
午前9時～午後5時
(内　４時間程度勤務)

１人
子育て支
援センタ
ー保育士

保育士資格 ○

子育て支援セ
ンターにおけ
る育児教室、
相談、一時預
かり事業等

役場本庁舎
月～金　週4日程度
午前9時～正午
※4月1日～5月15日

１人
一般事務
補助員

税務課
(本庁舎１階)
466-5003

課税事務の補
助

(時給)
964円～
1,009円

 ● 高卒程度の学
力を有する方

※任用について
は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合 が あ り ま
す。

１人
役場別館　月～金
午前９時～午後３時
(内　休憩１時間)

地域就労
支援・消
費生活・
人権相談
員

産業振興課
(別館１階)
466-5008

○ ○ ○
左記の相談業
務及び課内事
務

(月額)
102,991円～
124,601円

 ● 相談業務経験
者又は行政経
験者

※任用について
は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合 が あ り ま
す。

15人

小・中学校　月～金
(小) 午前8時～午後4時
（内　休憩１時間）
(中) 午前8時15分～
      午後4時15分
(内　休憩１時間)
変則勤務あり
3期休業中は、原則休み

学校介助員 ○ ○ ○
小・中学校で
の児童・生徒
の介助業務

(時給)
1,009円～
1,187円

教員免許、保育
士資格又は経験
者

2人

小・中学校　火～金
午前８時30分～
午後４時30分
　(内　休憩１時間)
変則勤務あり
3期休業中は、原則休み

学校司書 ○ ○ ○
小・中学校図
書室での司書
業務

(時給)
1,009円～
1,187円

司書資格

教員補助員 3人

小・中学校及び
保育所・幼稚園
月～金
①午前9時～午後5時
　（内　休憩１時間）
②午前9時～午後5時
　 (内　4時間勤務)
変則勤務あり

教員の補助作
業（授業、教
材準備、資料
作成、事務処
理の補助等）

○ ○ ○
(時給)
1,009円～
1,187円

教員免許
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問い合せ先 資格条件 場所・勤務時間等 報　酬 賞与
健保
厚年

雇用
保険勤 務 内 容職　種 人数

学事課
(ふれ愛センター１階)
466-5022

2人

小・中学校及び
保育所・幼稚園
月～金
午前8時15分～
午後５時15分　
(内　6～8時間勤務)
週35時間
変則勤務あり

英語指導助
手（ＡＬＴ）

○ ○ ○

小・中学校で
の授業及び保
育所・幼稚園
での保育の補
助、国際理解
教育推進事業
に係る業務

(月額)
254,482円

 ● 英語が堪能（ネ
イティブ）で
日本語（日常
会話）が話せ
る方

 ● 英語圏文化に
精通している
方

 ● 大学以上の教
育機関を卒業
した方

社会教育課
(公民館)

466-0030

１人
公民館　
月・火・木～土
午後５時～９時

一般事務
補助員

○ ○
公民館の夜間
受付事務等

月額)
79,931円～
84,745円

 ● 高卒程度の学
力を有する方

※任用について
は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合があります。

１人

公民館　
月・火・木～土
午前8時30分～午後4時
(内　休憩１時間)

用務員 ○ ○ ○
公民館の清掃
・雑務

(月額)
129,888円～
137,711円

特になし

１人

公民館　月・木～日
午前10時30分～
午後5時
　(内　休憩１時間)

図書室司書 ○ ○ ○
公民館図書室
での司書業務

(月額)
116,525円～
137,061円

司書資格

議会事務局
(本庁舎３階)
466-5000

１人

役場本庁舎　月～金
午前9時～午後3時30分
　(内　休憩１時間)

一般事務
補助員

○ ○ ○
議会事務の補
助

(月額)
109,905円～
116,525円

 ● 高卒程度の学
力を有する方

※任用について
は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合があります。

職種、採用予定人数及び受験資格

試験日　 2月9日（日）
受験手続（資料請求）
　○試験案内の配布　1月6日（月）～1月24日（金）　秘書課（本庁舎２階）で配布します。
　　また、田尻町のホームページからも配布期間中にダウンロードができます。
　　（http://www.town.tajiri.osaka.jp/）
　　郵送で資料請求される場合は、封筒表面に「試験案内希望」と朱書きの上、返信用封筒（角型２号封筒に
　　宛先を記入し、120円分の切手を貼付したもの。）を同封し、下記の問い合わせ先へ請求してください。
受付期間　1月10日（金）～1月24日（金）※郵送の場合は、必着
　　　　　窓口での試験案内の配布・受付は、平日の午前8時45分から午後5時15分です。
　　　　　秘書課　電話466-5001 　FAX 466-8725

職員募集　保健師（任期付職員）

受付・問

職種 採用予定人数 任期 受  験  資  格

保健師 １名 １年＊ ・平成10年4月1日までに生まれた人
・保健師免許を有する人又は令和2年3月末までに取得見込みの人

＊ただし、状況により任期を更新する場合もあります。

＊募集人数は変更となる場合があります。
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問い合せ先 資格条件 場所・勤務時間等 報　酬 賞与
健保
厚年

雇用
保険勤 務 内 容職　種 人数

学事課
(ふれ愛センター１階)
466-5022

こども課
(ふれ愛センター１階)
466-5013

(時給)
1,009円～
1,187円

子育て支援センター　
月～金　週4日程度
午前9時～午後5時
(内　４時間程度勤務)

１人
子育て支
援センタ
ー保育士

保育士資格 ○

子育て支援セ
ンターにおけ
る育児教室、
相談、一時預
かり事業等

役場本庁舎
月～金　週4日程度
午前9時～正午
※4月1日～5月15日

１人
一般事務
補助員

税務課
(本庁舎１階)
466-5003

課税事務の補
助

(時給)
964円～
1,009円

 ● 高卒程度の学
力を有する方

※任用について
は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合 が あ り ま
す。

１人
役場別館　月～金
午前９時～午後３時
(内　休憩１時間)

地域就労
支援・消
費生活・
人権相談
員

産業振興課
(別館１階)
466-5008

○ ○ ○
左記の相談業
務及び課内事
務

(月額)
102,991円～
124,601円

 ● 相談業務経験
者又は行政経
験者

※任用について
は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合 が あ り ま
す。

15人

小・中学校　月～金
(小) 午前8時～午後4時
（内　休憩１時間）
(中) 午前8時15分～
      午後4時15分
(内　休憩１時間)
変則勤務あり
3期休業中は、原則休み

学校介助員 ○ ○ ○
小・中学校で
の児童・生徒
の介助業務

(時給)
1,009円～
1,187円

教員免許、保育
士資格又は経験
者

2人

小・中学校　火～金
午前８時30分～
午後４時30分
　(内　休憩１時間)
変則勤務あり
3期休業中は、原則休み

学校司書 ○ ○ ○
小・中学校図
書室での司書
業務

(時給)
1,009円～
1,187円

司書資格

教員補助員 3人

小・中学校及び
保育所・幼稚園
月～金
①午前9時～午後5時
　（内　休憩１時間）
②午前9時～午後5時
　 (内　4時間勤務)
変則勤務あり

教員の補助作
業（授業、教
材準備、資料
作成、事務処
理の補助等）

○ ○ ○
(時給)
1,009円～
1,187円

教員免許
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問い合せ先 資格条件 場所・勤務時間等 報　酬 賞与
健保
厚年

雇用
保険勤 務 内 容職　種 人数

学事課
(ふれ愛センター１階)
466-5022

2人

小・中学校及び
保育所・幼稚園
月～金
午前8時15分～
午後５時15分　
(内　6～8時間勤務)
週35時間
変則勤務あり

英語指導助
手（ＡＬＴ）

○ ○ ○

小・中学校で
の授業及び保
育所・幼稚園
での保育の補
助、国際理解
教育推進事業
に係る業務

(月額)
254,482円

 ● 英語が堪能（ネ
イティブ）で
日本語（日常
会話）が話せ
る方

 ● 英語圏文化に
精通している
方

 ● 大学以上の教
育機関を卒業
した方

社会教育課
(公民館)

466-0030

１人
公民館　
月・火・木～土
午後５時～９時

一般事務
補助員

○ ○
公民館の夜間
受付事務等

月額)
79,931円～
84,745円

 ● 高卒程度の学
力を有する方

※任用について
は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合があります。

１人

公民館　
月・火・木～土
午前8時30分～午後4時
(内　休憩１時間)

用務員 ○ ○ ○
公民館の清掃
・雑務

(月額)
129,888円～
137,711円

特になし

１人

公民館　月・木～日
午前10時30分～
午後5時
　(内　休憩１時間)

図書室司書 ○ ○ ○
公民館図書室
での司書業務

(月額)
116,525円～
137,061円

司書資格

議会事務局
(本庁舎３階)
466-5000

１人

役場本庁舎　月～金
午前9時～午後3時30分
　(内　休憩１時間)

一般事務
補助員

○ ○ ○
議会事務の補
助

(月額)
109,905円～
116,525円

 ● 高卒程度の学
力を有する方

※任用について
は、パソコン
（ワード・エ
クセル）の操
作ができる方
を優先する場
合があります。

職種、採用予定人数及び受験資格

試験日　 2月9日（日）
受験手続（資料請求）
　○試験案内の配布　1月6日（月）～1月24日（金）　秘書課（本庁舎２階）で配布します。
　　また、田尻町のホームページからも配布期間中にダウンロードができます。
　　（http://www.town.tajiri.osaka.jp/）
　　郵送で資料請求される場合は、封筒表面に「試験案内希望」と朱書きの上、返信用封筒（角型２号封筒に
　　宛先を記入し、120円分の切手を貼付したもの。）を同封し、下記の問い合わせ先へ請求してください。
受付期間　1月10日（金）～1月24日（金）※郵送の場合は、必着
　　　　　窓口での試験案内の配布・受付は、平日の午前8時45分から午後5時15分です。
　　　　　秘書課　電話466-5001 　FAX 466-8725

職員募集　保健師（任期付職員）

受付・問

職種 採用予定人数 任期 受  験  資  格

保健師 １名 １年＊ ・平成10年4月1日までに生まれた人
・保健師免許を有する人又は令和2年3月末までに取得見込みの人

＊ただし、状況により任期を更新する場合もあります。

＊募集人数は変更となる場合があります。
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健康運動指導士による運動教室！！

～その他随時、相談・訪問を
　　　　　　実施しています～

健康大将教室
皆で楽しくズンバ♪1月の

テーマ

日　時　1月24日（金）午前10時～正午
　　　　①午前10時～11時30分　運動教室の実施
　　　　②午前11時30分～正午　個別運動プログラム相談
　　　　　（健康運動指導士が直接相談をお受けします）
場　所　ふれ愛センター　3階　軽体育室
対　象　田尻町在住の成人　
持ち物　室内履きの運動靴、飲みもの（水分補給用）、タオル、
　　　　運動しやすい服装

妊婦相談、育児相談、不妊症・不育症相談、こころとからだの相談
　　健康課　　電話 ４６６-８８１１　FAX ４６６-８８４１

項　　　　目 対　　　　象
日　時　・　受　付

内容・持参品
受　付　場　所

ふれ愛センター　1階　保健センター
3 歳 6 か 月 児
健 康 診 査

1月15日（水)　午後1時～1時10分受付 計測、小児科診察、育児・栄養相談、
心理相談、フッ素塗布（希望者）、尿検査
持ち物：母子健康手帳・問診票、早朝尿

平成28年
4月・5月・6月・7月生

田尻町在住の方
ヘ ル ス 相 談
栄 養 相 談   

1月10日（金)　午後1時30分～3時
ふれ愛センター　1階　相談受付

健康・栄養に関するいろいろな相談

健 康 大 将 広 場 田尻町在住の成人
運動を通じてみんなで楽しく健康づくり！
ストレッチ体操、筋トレ、有酸素運動など
持ち物：室内履きの運動靴、飲み物 

毎週金曜日　午前10時～11時30分
※運動相談を併設　１ 月24日（金）
※栄養相談を併設　1 月31日（金）
ふれ愛センター　3階　軽体育室

乳幼児健康診査

問

田尻町ウェルカムベビー事業

問

～あなたのライフサイクルを考えるきっかけに～
　田尻町の皆さまがライフサイクルに応じた健やか
な生活が送れるようサポートしたいと考えていま
す。この機会に一度、妊娠・出産を含めたライフサ
イクルを考えてみませんか。
★田尻町総合的不妊不育治療助成事業
　この助成制度は、不妊症（男性不妊含む）・不育
症の検査・治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減
するため、検査・治療費の一部を助成する制度で
す。少子化対策の一環として、より早い段階で不妊
症・不育症の検査・治療をするきっかけづくりに役
立てていただきたいと思います。
＜対象者＞　不妊症及び不育症の検査・治療を受け
ている方のうち次の①～⑤の要件すべてを満たす方
※夫婦とも可
①法律上の夫婦であること
②医師により不妊症・不育症の検査・治療の必要が
　あると判断された方
③不妊症及び不育症の検査・治療日に田尻町に住所
　を有すること
④夫及び妻の所得の合計額が730万円未満であること
⑤助成を受ける妻については、検査・治療開始日が 
　 43歳未満  の方

＜申請期限＞
　令和２年3月末まで（治療が3月まである場合は4
月末まで）
＜助成金額＞
　1人につき、年度ごとに上限５万円とします。
＜対象検査・治療＞
　不妊症・不育症に関する検査・治療　
※体外受精及び顕微授精、男性不妊の治療は除きま

す。これらは大阪府が実施する「不妊に悩む方へ
の特定治療支援事業」の助成対象です。

　
・詳しくは、大阪府のホームページ（http://www.
pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/josei.h
tml）をご覧いただくか、泉佐野保健所（電話
462-7701）または大阪府健康医療部保健医療
室地域保健課母子・援護グループ（電話06-6941-
0351）までお問い合わせください

　
★妊娠・出産に関する相談
妊娠、出産等に関する悩みや相談をお受けします。
相談内容により、関係機関を紹介、必要な情報を提
供します。

　　健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841

今
月
の
お
知
ら
せ

健

　
　康

たじり子どもの安全見まもり隊
『見まもりデー』開催！

問

問

問

申込・問

親子ふれ愛食体験

　食体験では、食材を混ぜたり、ちぎったり、包
丁で切ったりと子どもたちが実際に食材に触れ、
料理する体験ができます。
　親子で一緒に作って食べることで、食事の楽し
さを感じていただく良い機会ですので、ぜひご参
加ください。

日　　時　1月30日（木）午前9時45分～正午
　　　　　（受付は9時30分から）
場　　所　ふれ愛センター1階　検査室
内　　容　調理体験メニュー
　　　　　「簡単豆乳グラタン」
　　　　　「ゴロゴロ野菜のスープ」
　　　　　※食物アレルギーのある方は、申込み
　　　　　　 時にご確認ください。

　　　　　食育
　　　　　親子で一緒に楽しめる食のお話
　　　　　（おみやげもあるよ♪）
対　　象　1歳以上の未就園児とその保護者
定　　員　先着20名
参 加 費　1家族100円（当日ご持参ください）
持 ち 物　親子ともエプロン、三角巾、スプーン・
　　　　　フォーク、こども用コップ
申込期間　１月23日（木）まで（1歳未満のお子様の 
　　　　　一時保育あり、お申込みください）
※申込みのない方の当日参加はできません。
　必ず申込みのうえ、ご参加ください。

　　健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841

新入学準備金の入学前支給を行います！
　経済的な理由により就学が困難な保護者に対
し、その費用の一部を援助する就学援助制度を実
施しています。
　令和２年４月新入学予定の児童等の保護者を対象
に、就学援助制度の新入学学用品費について、新入
学準備金として入学前の支給を行いますので、希望
される方は、申請手続きを行ってください。
　詳しくは、町ホームページ（http://www.town.
tajiri.osaka.jp）をご覧いただくか、教育委員会学
事課へお問い合わせください。
対　　象　田尻町内に住所を有し、令和2年4月に
　　　　　小・中学校に入学する児童等の保護者で、
　　　　　町が定める基準に該当する方
支給金額　新小学１年生＝50,600円
　　　　　新中学１年生＝57,400円
申請期日　１月31日（金）まで

　　学事課　電話 466-5022　FAX 466-5095

　たじり子どもの安全見まもり隊では、毎学期の
始業式と終業式の日を『見まもりデー』とし、町
内全体で見まもり活動を行っています！
　1月8日（水）は小・中学校の3学期始業式です。
　防犯ベストと帽子を着用し、登校時間に玄関先
等に出て、子どもたちの成長をみんなで見まもり
ましょう♪
日　　程　1月8日（水）
登校時間　午前7時40分～8時20分頃
　
「たじり子どもの安全見まもり隊」は、地域全体
で田尻町の子どもたちを交通事故や犯罪等から守
っていくという趣旨から地区会を中心に結成し、
小学校１年生の登下校時間に合わせて見まもり活
動を行っています。
※ご協力いただけるボランティアの方を随時募集し
　ています！！（団体・個人を問いません。）

　　たじり子どもの安全見まもり隊事務局
　　田尻町教育委員会　学事課
　　電話 466-5022　FAX 466-5095

親子ふれ愛食体験サポーター募集！！
　1月30日（木）の親子ふれ愛食体験（※）でのサポー
トをしていただける方を募集します。
　食に興味のある方、子どもが好きな方、ボラン
ティア活動をしてみたい方など、ぜひお申込みくだ
さい。みんなで楽しく食育を体験しましょう！！

（※）詳細は同ページ掲載、「親子ふれ愛食体験のお
知らせ」をご覧ください。
①日時　1月20日（月）午前10時～11時30分
　場所　ふれ愛センター　１階　検査室集合
　内容　食体験の準備（当日の打合せ含む）
②日時　1月30日（木）午前8時40分～午後1時30分
　場所　ふれ愛センター１階　栄養指導室集合
　内容　食体験の下準備

　　　　親子の調理実習中のサポートなど
対　象
①②の両日とも参加できる方。
（②のみ参加できる方もご相談ください。）
※1月16日（木）までに健康課までお申込みください。

　　
健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841

昨年度の様子（ロールサンド他）

健康ポイント対象事業

健康ポイント対象事業

９

今
月
の
お
知
ら
せ

子
育
て

健

　
　康
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健康運動指導士による運動教室！！

～その他随時、相談・訪問を
　　　　　　実施しています～

健康大将教室
皆で楽しくズンバ♪1月の

テーマ

日　時　1月24日（金）午前10時～正午
　　　　①午前10時～11時30分　運動教室の実施
　　　　②午前11時30分～正午　個別運動プログラム相談
　　　　　（健康運動指導士が直接相談をお受けします）
場　所　ふれ愛センター　3階　軽体育室
対　象　田尻町在住の成人　
持ち物　室内履きの運動靴、飲みもの（水分補給用）、タオル、
　　　　運動しやすい服装

妊婦相談、育児相談、不妊症・不育症相談、こころとからだの相談
　　健康課　　電話 ４６６-８８１１　FAX ４６６-８８４１

項　　　　目 対　　　　象
日　時　・　受　付

内容・持参品
受　付　場　所

ふれ愛センター　1階　保健センター
3 歳 6 か 月 児
健 康 診 査

1月15日（水)　午後1時～1時10分受付 計測、小児科診察、育児・栄養相談、
心理相談、フッ素塗布（希望者）、尿検査
持ち物：母子健康手帳・問診票、早朝尿

平成28年
4月・5月・6月・7月生

田尻町在住の方
ヘ ル ス 相 談
栄 養 相 談   

1月10日（金)　午後1時30分～3時
ふれ愛センター　1階　相談受付

健康・栄養に関するいろいろな相談

健 康 大 将 広 場 田尻町在住の成人
運動を通じてみんなで楽しく健康づくり！
ストレッチ体操、筋トレ、有酸素運動など
持ち物：室内履きの運動靴、飲み物 

毎週金曜日　午前10時～11時30分
※運動相談を併設　１ 月24日（金）
※栄養相談を併設　1 月31日（金）
ふれ愛センター　3階　軽体育室

乳幼児健康診査

問

田尻町ウェルカムベビー事業

問

～あなたのライフサイクルを考えるきっかけに～
　田尻町の皆さまがライフサイクルに応じた健やか
な生活が送れるようサポートしたいと考えていま
す。この機会に一度、妊娠・出産を含めたライフサ
イクルを考えてみませんか。
★田尻町総合的不妊不育治療助成事業
　この助成制度は、不妊症（男性不妊含む）・不育
症の検査・治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減
するため、検査・治療費の一部を助成する制度で
す。少子化対策の一環として、より早い段階で不妊
症・不育症の検査・治療をするきっかけづくりに役
立てていただきたいと思います。
＜対象者＞　不妊症及び不育症の検査・治療を受け
ている方のうち次の①～⑤の要件すべてを満たす方
※夫婦とも可
①法律上の夫婦であること
②医師により不妊症・不育症の検査・治療の必要が
　あると判断された方
③不妊症及び不育症の検査・治療日に田尻町に住所
　を有すること
④夫及び妻の所得の合計額が730万円未満であること
⑤助成を受ける妻については、検査・治療開始日が 
　 43歳未満  の方

＜申請期限＞
　令和２年3月末まで（治療が3月まである場合は4
月末まで）
＜助成金額＞
　1人につき、年度ごとに上限５万円とします。
＜対象検査・治療＞
　不妊症・不育症に関する検査・治療　
※体外受精及び顕微授精、男性不妊の治療は除きま

す。これらは大阪府が実施する「不妊に悩む方へ
の特定治療支援事業」の助成対象です。

　
・詳しくは、大阪府のホームページ（http://www.
pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/josei.h
tml）をご覧いただくか、泉佐野保健所（電話
462-7701）または大阪府健康医療部保健医療
室地域保健課母子・援護グループ（電話06-6941-
0351）までお問い合わせください

　
★妊娠・出産に関する相談
妊娠、出産等に関する悩みや相談をお受けします。
相談内容により、関係機関を紹介、必要な情報を提
供します。

　　健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841

今
月
の
お
知
ら
せ

健

　
　康

たじり子どもの安全見まもり隊
『見まもりデー』開催！

問

問

問

申込・問

親子ふれ愛食体験

　食体験では、食材を混ぜたり、ちぎったり、包
丁で切ったりと子どもたちが実際に食材に触れ、
料理する体験ができます。
　親子で一緒に作って食べることで、食事の楽し
さを感じていただく良い機会ですので、ぜひご参
加ください。

日　　時　1月30日（木）午前9時45分～正午
　　　　　（受付は9時30分から）
場　　所　ふれ愛センター1階　検査室
内　　容　調理体験メニュー
　　　　　「簡単豆乳グラタン」
　　　　　「ゴロゴロ野菜のスープ」
　　　　　※食物アレルギーのある方は、申込み
　　　　　　 時にご確認ください。

　　　　　食育
　　　　　親子で一緒に楽しめる食のお話
　　　　　（おみやげもあるよ♪）
対　　象　1歳以上の未就園児とその保護者
定　　員　先着20名
参 加 費　1家族100円（当日ご持参ください）
持 ち 物　親子ともエプロン、三角巾、スプーン・
　　　　　フォーク、こども用コップ
申込期間　１月23日（木）まで（1歳未満のお子様の 
　　　　　一時保育あり、お申込みください）
※申込みのない方の当日参加はできません。
　必ず申込みのうえ、ご参加ください。

　　健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841

新入学準備金の入学前支給を行います！
　経済的な理由により就学が困難な保護者に対
し、その費用の一部を援助する就学援助制度を実
施しています。
　令和２年４月新入学予定の児童等の保護者を対象
に、就学援助制度の新入学学用品費について、新入
学準備金として入学前の支給を行いますので、希望
される方は、申請手続きを行ってください。
　詳しくは、町ホームページ（http://www.town.
tajiri.osaka.jp）をご覧いただくか、教育委員会学
事課へお問い合わせください。
対　　象　田尻町内に住所を有し、令和2年4月に
　　　　　小・中学校に入学する児童等の保護者で、
　　　　　町が定める基準に該当する方
支給金額　新小学１年生＝50,600円
　　　　　新中学１年生＝57,400円
申請期日　１月31日（金）まで

　　学事課　電話 466-5022　FAX 466-5095

　たじり子どもの安全見まもり隊では、毎学期の
始業式と終業式の日を『見まもりデー』とし、町
内全体で見まもり活動を行っています！
　1月8日（水）は小・中学校の3学期始業式です。
　防犯ベストと帽子を着用し、登校時間に玄関先
等に出て、子どもたちの成長をみんなで見まもり
ましょう♪
日　　程　1月8日（水）
登校時間　午前7時40分～8時20分頃
　
「たじり子どもの安全見まもり隊」は、地域全体
で田尻町の子どもたちを交通事故や犯罪等から守
っていくという趣旨から地区会を中心に結成し、
小学校１年生の登下校時間に合わせて見まもり活
動を行っています。
※ご協力いただけるボランティアの方を随時募集し
　ています！！（団体・個人を問いません。）

　　たじり子どもの安全見まもり隊事務局
　　田尻町教育委員会　学事課
　　電話 466-5022　FAX 466-5095

親子ふれ愛食体験サポーター募集！！
　1月30日（木）の親子ふれ愛食体験（※）でのサポー
トをしていただける方を募集します。
　食に興味のある方、子どもが好きな方、ボラン
ティア活動をしてみたい方など、ぜひお申込みくだ
さい。みんなで楽しく食育を体験しましょう！！

（※）詳細は同ページ掲載、「親子ふれ愛食体験のお
知らせ」をご覧ください。
①日時　1月20日（月）午前10時～11時30分
　場所　ふれ愛センター　１階　検査室集合
　内容　食体験の準備（当日の打合せ含む）
②日時　1月30日（木）午前8時40分～午後1時30分
　場所　ふれ愛センター１階　栄養指導室集合
　内容　食体験の下準備

　　　　親子の調理実習中のサポートなど
対　象
①②の両日とも参加できる方。
（②のみ参加できる方もご相談ください。）
※1月16日（木）までに健康課までお申込みください。

　　
健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841

昨年度の様子（ロールサンド他）

健康ポイント対象事業

健康ポイント対象事業
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申込・問

問

令和2年度　なかよし学級の申込み

負 担 金 月額　5,000円（2人目以降は月額　2,500円）

おやつ教材代等 月額　2,000円

保　険　料 年額　800円

月額　1,500円（午後5時～6時）
月額　3,000円（午後5時～7時）

減免制度あり（詳細について
は、お問い合わせください）。
欠席、月途中退会による日割、
返金等はできません。

欠席、月途中退会による日割、
返金等はできません。

負担金（延長）

利用料金

　本町では、就労などで家庭に保護者がいない児童を対象に、安全保護、生活指導を通じ児童のより
健全な育成を図ることを目的として、「なかよし学級」を開設しています。
　令和2年度の入会を希望される方は、なかよし学級までお申込みください。
※令和元年度入会中の方も、再度入会の申込みが必要です。継続入会とはなりませんので、ご注意く 
　ださい。
※定員に達した場合は、学年の低い児童を優先します。
　
対 象 者　本町に居住し、児童の保護者が就労等により昼間家庭にいない状態又はこれと同様の状態

が月のうち15日以上あり、その状態が3ヶ月以上継続して昼間不在となる又は長期間疾病
等にかかり児童の監護が困難である家庭の児童で、小学校（特別支援学校を含む）に入学
（在籍）予定の新1～6年生の児童。

　　　　　ただし、保護者以外に児童を監護できる祖父母等が家庭にいる場合は対象となりません。
場　　所　なかよし学級　田尻町嘉祥寺407番地4（田尻町役場向かい）
運営主体　株式会社セリオ（田尻町放課後児童クラブ指定管理者）
時　　間　[通常の利用]　放課後～午後5時
　　　　　[土曜日及び三期休業中]　午前8時～午後5時

幼稚園の園庭を開放します

毎週水曜日（祝日はありません）　午前９時～午後４時
★雨の日や園の都合により、開放できない場合もあります。
★参加名簿に必ず記名してください。
★保育室等への入室はご遠慮ください。

　　幼稚園　電話465-4355　FAX 465-3633

◆申請書の配布・受付について
　配　　布　　1月6日（月）より配布開始（日、祝日を除く）
　配布場所　　なかよし学級
　受付期間　　1月9日（木）～31日（金）（日、祝日を除く）
　受付時間　　平　日　午前11時～午後1時／午後2時～6時30分
　　　　　　　土曜日　午前9時～正午／午後2時～6時30分
　　　　　　　※1月30日（木）・31日（金）は午後7時まで受付します。
　提 出 先　　なかよし学級（株式会社セリオ）
　　　　　　　※入会可否は審査の上、2月下旬に申請者全員に郵便にて通知を発送します。

　　　　　なかよし学級（株式会社セリオ）　電話/FAX　465-8261
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教室申し込み・相談・その他気になる事があれば、すくすくセンターまでお電話ください。
すくすくセンター　電話 466-5111問

教　室

対　象

日　程

時　間

日　程
内　容

（全4回）

≪にゃんにゃん倶楽部≫

わんぱく０（0歳児）

１月８日（水）

午前10時～11時　（受付は午前9時45分～）

１月22日（水）

わんぱく１・２・３（1歳児～）

平成29年10月～平成30年4月1日生まれの子どもとその保護者

申込み １月１４日（火）〆切

①１月21日（火）午前10時～11時30分　『作ってあそぼう・園庭あそび』
②１月28日（火）午前10時～11時30分　『運動あそび』
③２月  4日（火）午前10時～11時30分　『造形あそび』
④２月10日（月）午前10時～11時30分　『子育てトーク』

＜育児相談＞　子どものこと、家庭のこと、子育てに関わることについて、相談を受け付けています。
　　　　　　　お気軽にご相談ください。
　　　　　　　来所出来ない場合などは、電話での相談も可能です。　☎466－5111
＜計測相談＞　体重や身長等の計測、子育て全般、保健、栄養相談等　
　　　　　　　1月16日（木）　午前10時～正午 ・ 午後１時～3時
　　　　　　　 ≪終了時間を変更していますのでお気を付けください≫
　　　　　　　※午後は母乳・卒乳等の相談を助産師、離乳食等食事のことは栄養士がお受けします。
　　　　　　　　わんぱくオープンも同時開催していますので、計測後は遊ぶことができます。

すくすくセンターは、田尻幼稚園・保育所の２階にあります。出入りは、幼稚園門からになります。
開所時間は、午前９時～正午・午後1時～５時です。お気軽にお立ち寄りください。
※何らかの事業がある場合は、わんぱくオープンはお休みです。事業がある日は、午後４時閉所です。

★すくすく育児相談★（予約不要）　

★育児教室★（事前予約制）　子どもの年齢に応じた育児教育です。年間を通じて年齢別に開催します。

★わんぱく教室★（予約不要）　年齢別の親子の遊び教室です。今月の遊びは『バルーン』です。

◆◆今月のイベント◆◆　年齢設定はありません。どの年齢の子どもも参加できます。

◆◆来月のイベント◆◆　詳しくは、すくすくセンターまでお問い合わせください。

教　室　名 

親子で体を動かそう！赤ちゃんも参加できます。

すくすくセンターは、子育てを応援しています!

１月10日（金）
午前10時～11時

１月29日（水）
午後1時30分～3時

１月31日（金）
午前10時～11時

ママ達だけで、ゆっくり、おはなししましょう。
預かり保育があります。

ボランティアの皆さんが銭太鼓（ぜにだいこ）を披露してく
ださいます。一緒に楽しみましょう。

親子リトミック
（予約不要）

１月24日（金）
午前10時30分～11時

すくすくあそび
（予約不要）

すくすくあそび『節分イベント』

絵本の読み聞かせ
（予約不要）

内　　　　容実　施　日　時

ママほっとタイム
要予約

おはなしの会はっぴぃぶっくさんが、絵本の読み聞かせをし
てくれます。絵本を開く楽しさを親子で体験しましょう。

日　時　2月3日（月）午前10時～11時　予約不要
　　　　春を呼び幸福を願う季節の節目イベント『節分』。
　　　　豆まきを楽しんだり、ゲームをしたり親子で楽しみましょう。

 　　　　定員になり次第受付終了
定員10名
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申込・問

問

令和2年度　なかよし学級の申込み

負 担 金 月額　5,000円（2人目以降は月額　2,500円）

おやつ教材代等 月額　2,000円

保　険　料 年額　800円

月額　1,500円（午後5時～6時）
月額　3,000円（午後5時～7時）

減免制度あり（詳細について
は、お問い合わせください）。
欠席、月途中退会による日割、
返金等はできません。

欠席、月途中退会による日割、
返金等はできません。

負担金（延長）

利用料金

　本町では、就労などで家庭に保護者がいない児童を対象に、安全保護、生活指導を通じ児童のより
健全な育成を図ることを目的として、「なかよし学級」を開設しています。
　令和2年度の入会を希望される方は、なかよし学級までお申込みください。
※令和元年度入会中の方も、再度入会の申込みが必要です。継続入会とはなりませんので、ご注意く 
　ださい。
※定員に達した場合は、学年の低い児童を優先します。
　
対 象 者　本町に居住し、児童の保護者が就労等により昼間家庭にいない状態又はこれと同様の状態

が月のうち15日以上あり、その状態が3ヶ月以上継続して昼間不在となる又は長期間疾病
等にかかり児童の監護が困難である家庭の児童で、小学校（特別支援学校を含む）に入学
（在籍）予定の新1～6年生の児童。

　　　　　ただし、保護者以外に児童を監護できる祖父母等が家庭にいる場合は対象となりません。
場　　所　なかよし学級　田尻町嘉祥寺407番地4（田尻町役場向かい）
運営主体　株式会社セリオ（田尻町放課後児童クラブ指定管理者）
時　　間　[通常の利用]　放課後～午後5時
　　　　　[土曜日及び三期休業中]　午前8時～午後5時

幼稚園の園庭を開放します

毎週水曜日（祝日はありません）　午前９時～午後４時
★雨の日や園の都合により、開放できない場合もあります。
★参加名簿に必ず記名してください。
★保育室等への入室はご遠慮ください。

　　幼稚園　電話465-4355　FAX 465-3633

◆申請書の配布・受付について
　配　　布　　1月6日（月）より配布開始（日、祝日を除く）
　配布場所　　なかよし学級
　受付期間　　1月9日（木）～31日（金）（日、祝日を除く）
　受付時間　　平　日　午前11時～午後1時／午後2時～6時30分
　　　　　　　土曜日　午前9時～正午／午後2時～6時30分
　　　　　　　※1月30日（木）・31日（金）は午後7時まで受付します。
　提 出 先　　なかよし学級（株式会社セリオ）
　　　　　　　※入会可否は審査の上、2月下旬に申請者全員に郵便にて通知を発送します。

　　　　　なかよし学級（株式会社セリオ）　電話/FAX　465-8261

今
月
の
お
知
ら
せ

子
育
て

11

教室申し込み・相談・その他気になる事があれば、すくすくセンターまでお電話ください。
すくすくセンター　電話 466-5111問

教　室

対　象

日　程

時　間

日　程
内　容

（全4回）

≪にゃんにゃん倶楽部≫

わんぱく０（0歳児）

１月８日（水）

午前10時～11時　（受付は午前9時45分～）

１月22日（水）

わんぱく１・２・３（1歳児～）

平成29年10月～平成30年4月1日生まれの子どもとその保護者

申込み １月１４日（火）〆切

①１月21日（火）午前10時～11時30分　『作ってあそぼう・園庭あそび』
②１月28日（火）午前10時～11時30分　『運動あそび』
③２月  4日（火）午前10時～11時30分　『造形あそび』
④２月10日（月）午前10時～11時30分　『子育てトーク』

＜育児相談＞　子どものこと、家庭のこと、子育てに関わることについて、相談を受け付けています。
　　　　　　　お気軽にご相談ください。
　　　　　　　来所出来ない場合などは、電話での相談も可能です。　☎466－5111
＜計測相談＞　体重や身長等の計測、子育て全般、保健、栄養相談等　
　　　　　　　1月16日（木）　午前10時～正午 ・ 午後１時～3時
　　　　　　　 ≪終了時間を変更していますのでお気を付けください≫
　　　　　　　※午後は母乳・卒乳等の相談を助産師、離乳食等食事のことは栄養士がお受けします。
　　　　　　　　わんぱくオープンも同時開催していますので、計測後は遊ぶことができます。

すくすくセンターは、田尻幼稚園・保育所の２階にあります。出入りは、幼稚園門からになります。
開所時間は、午前９時～正午・午後1時～５時です。お気軽にお立ち寄りください。
※何らかの事業がある場合は、わんぱくオープンはお休みです。事業がある日は、午後４時閉所です。

★すくすく育児相談★（予約不要）　

★育児教室★（事前予約制）　子どもの年齢に応じた育児教育です。年間を通じて年齢別に開催します。

★わんぱく教室★（予約不要）　年齢別の親子の遊び教室です。今月の遊びは『バルーン』です。

◆◆今月のイベント◆◆　年齢設定はありません。どの年齢の子どもも参加できます。

◆◆来月のイベント◆◆　詳しくは、すくすくセンターまでお問い合わせください。

教　室　名 

親子で体を動かそう！赤ちゃんも参加できます。

すくすくセンターは、子育てを応援しています!

１月10日（金）
午前10時～11時

１月29日（水）
午後1時30分～3時

１月31日（金）
午前10時～11時

ママ達だけで、ゆっくり、おはなししましょう。
預かり保育があります。

ボランティアの皆さんが銭太鼓（ぜにだいこ）を披露してく
ださいます。一緒に楽しみましょう。

親子リトミック
（予約不要）

１月24日（金）
午前10時30分～11時

すくすくあそび
（予約不要）

すくすくあそび『節分イベント』

絵本の読み聞かせ
（予約不要）

内　　　　容実　施　日　時

ママほっとタイム
要予約

おはなしの会はっぴぃぶっくさんが、絵本の読み聞かせをし
てくれます。絵本を開く楽しさを親子で体験しましょう。

日　時　2月3日（月）午前10時～11時　予約不要
　　　　春を呼び幸福を願う季節の節目イベント『節分』。
　　　　豆まきを楽しんだり、ゲームをしたり親子で楽しみましょう。

 　　　　定員になり次第受付終了
定員10名
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介護ポイント活動対象期間は１月末まで！
　平成31年2月から開始した活動の対象期間は、１月末までです。あと１カ月がんばっていきましょう！プリペイ
ドカード等への交換申請期間は2月3日（月）から3月2日（月）までです。忘れずにふれ愛センター福祉課まで申請して
ください。

長寿祝金
　田尻町では、長寿の節目でお祝いする長寿祝金事業
を実施しています。
お祝金と今年の対象者は、

●昭和25年生まれ（70歳）……………… 5千円
　
●昭和18年生まれ（77歳）
●昭和15年生まれ（80歳）……………… 1万円　
　　　　　　　　　　
●昭和 7 年生まれ（88歳）
●昭和 5 年生まれ（90歳）
●大正14年生まれ（95歳） ………………2万円

●大正10年生まれ（99歳） ………………5万円
●大正 9 年生まれ（100歳）…………… 10万円
●大正 8 年以前生まれ（101歳以上）……5万円です。

　対象の方には、誕生月に民生委員さんが友愛訪問さ
れる際に、お饅頭と一緒にお祝い金をお渡ししていた
だきます。

　　福祉課 電話 466-8813　FAX 466-8841

認知症講演会（ＷＡＯたじり）

認知症を理解し、地域で支えあおう
 認知症になっても、いつまでも住み
慣れた田尻町で暮していくためにど
うすればいいのか、学びませんか？
　昨年度は、85名が参加し認知症に
ついて語り合いました。
日　時　１月16日（木）午後2時～4時
場　所　ふれ愛センター４階　研修室
講　師　白井病院　　　　　田中　敬剛医師
　　　　松本内科胃腸科　　松本　英一医師
　　　　島田診療所　　　　島田　道明医師

　　田尻町地域包括支援センター　花みずき
　　電話 465-3755　FAX 465-3368

お誕生日を三世代そろって
ケーキでお祝いしよう！！

　65歳、75歳のお誕生日を町内に居住する三世代で
お祝いしてもらうため、町内の指定販売店でケーキと
交換できる「三世代ケーキ券」の交付をしています。
対　象　次のお誕生日で65歳、75歳になる方で、次
　　　　の要件の全てに該当する方（誕生日月の前月
　　　　１日時点）

・歯科健診の受診
・人生大漁サロン
・老人福祉センターの教室
・生きがい教室・男の筋トレ
・オレンジカフェ　
・公民館クラブなど
対　　象　令和2年1月末までに65歳以上になる
　　　　　田尻町民
　　　　　（住民基本台帳記載の方）
ポイント　健診や教室参加で付与
　　　　　上限3,000ポイント
※対象となる活動やポイント付与数など
　詳しくはパンフレットをご覧ください。
配布場所　ふれ愛センター、役場、公民館

福　祉

介護予防活動

・老人ホームやグループホームでのボランティア
・介護予防教室やさわやかサロンにて受付や準
　備のお手伝い　など
　（身体介助を要しないもの）
対　　象　介護保険のサービスを利用していな
　　　　　い田尻町民（年齢不問）
　　　　　（住民基本台帳記載の方）
ポイント　サポーター活動１時間につき100ポ
　　　　　イント
　　　　　上限5,000ポイント
サポーター登録　
　随時、田尻町社会福祉協議会で受付
　電話 466-5015

介護支援活動

福祉課　電話 466-8813　FAX 466-8841

①対象者本人が、田尻町に６ヵ月以上住民票がある
②対象者又はその配偶者の直系卑属である１親等及び
　その子の住民票が田尻町にある
申請期間　65歳、75歳の誕生日月の前月１日から66
　　　　　歳、76歳の誕生日月の前月末まで
その他詳細はお問い合わせください。

　　福祉課 電話 466-8813 FAX 466-8841
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１月の老人福祉センター
問  田尻町社会福祉協議会　電話 466-5015　FAX 466-8899

■場　所　ふれ愛センター３階　教養娯楽室・軽体育室／２階　アトリエ    
■対象者　田尻町在住の60歳以上の方　※●＝介護予防ポイント対象事業    

■場　所　ふれ愛センター3階及び2階フリースペース　
■対象者　田尻町在住の60歳以上の方

＊老人福祉センターでは、健康で明るい生活を送れるよう、さまざまな行事を通して高齢者のみなさんの生きが
　いづくり、仲間づくり、健康づくりを応援しています。
   日頃抱える悩みごと等の相談も随時行っていますので、お気軽にご相談ください。

【教養講座・高齢者生きがい事業】  

【サークル活動】

● 園　　芸

20日（月）
午後1時30分～3時

● ディスコン（スポーツ）

22日（水）
午後1時30分～3時

● 民　　謡

9日（木）・16日（木）
午後1時30分～3時30分

● 生きがい体操教室①（月）

6日・20日・27日
午後1時30分～2時30分

● 友遊の集い お休み

● 男の筋トレ教室（木）

9日・16日・23日・30日
午後1時30分～2時30分

  6日（月）・27日（月） 午前9時30分～11時30分

28日（火） 午前9時30分～11時30分

  9日（木） 午前10時～11時30分

  6日（月）・27日（月） 午後1時30分～４時 

お休み

14日（火）・28日（火）  午後1時～5時

  9日（木）・23日（木）  午前9時30分～11時30分

お休み

  6日（月）・27日（月）  午前10時～11時30分

10日（金）・24日（金）  午後1時30分～３時  

ピ ア ノ サ ー ク ル

フ ェ イ シ ャ ル ヨ ガ

書 道 サ ー ク ル ③

書 道 サ ー ク ル ① ②

ヒップホップダンス

着 物 リ フ ォ ー ム

お 抹 茶 ク ラ ブ

健 康 手 品

絵 は が き

卓      球

き ず な（運動）

ほほえみ健康クラブ（運動） 10日（金）・17日（金）・24日（金）・31日（金）　午後1時30分～3時 

 月～金曜日（祝日を除く）　午前10時～午後5時
　※第1金曜日のみ、町外の方もお子さんも参加できます。
月～金曜日（祝日を除く）午後1時～5時（受付は4時30分まで）

囲 碁 ・ 将 棋

福 　 祉 　 風 　 呂

～高齢者のための憩いの場、ふれあいの場　ユーユーサロンに参加しませんか～

　～高齢者のための教養講座・サークルに参加しませんか～

  8日（水）・15日（水）・22日（水）・29日（水）　午前9時～正午
　※火曜日 午後１時～5時は不定期実施

10日（金）・17日（金）・24日（金）・31日（金）　午前10時～11時30分

介

介

介 ● 生きがい体操教室②（木）

9日・16日・23日・30日
午後2時40分～3時40分

介介

介

● 介

● 介

●介

● 介

● 介

●介

● 介

●介

● 介

童 謡 専 科● 介

●介

● 介

● 介
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介護ポイント活動対象期間は１月末まで！
　平成31年2月から開始した活動の対象期間は、１月末までです。あと１カ月がんばっていきましょう！プリペイ
ドカード等への交換申請期間は2月3日（月）から3月2日（月）までです。忘れずにふれ愛センター福祉課まで申請して
ください。

長寿祝金
　田尻町では、長寿の節目でお祝いする長寿祝金事業
を実施しています。
お祝金と今年の対象者は、

●昭和25年生まれ（70歳）……………… 5千円
　
●昭和18年生まれ（77歳）
●昭和15年生まれ（80歳）……………… 1万円　
　　　　　　　　　　
●昭和 7 年生まれ（88歳）
●昭和 5 年生まれ（90歳）
●大正14年生まれ（95歳） ………………2万円

●大正10年生まれ（99歳） ………………5万円
●大正 9 年生まれ（100歳）…………… 10万円
●大正 8 年以前生まれ（101歳以上）……5万円です。

　対象の方には、誕生月に民生委員さんが友愛訪問さ
れる際に、お饅頭と一緒にお祝い金をお渡ししていた
だきます。

　　福祉課 電話 466-8813　FAX 466-8841

認知症講演会（ＷＡＯたじり）

認知症を理解し、地域で支えあおう
 認知症になっても、いつまでも住み
慣れた田尻町で暮していくためにど
うすればいいのか、学びませんか？
　昨年度は、85名が参加し認知症に
ついて語り合いました。
日　時　１月16日（木）午後2時～4時
場　所　ふれ愛センター４階　研修室
講　師　白井病院　　　　　田中　敬剛医師
　　　　松本内科胃腸科　　松本　英一医師
　　　　島田診療所　　　　島田　道明医師

　　田尻町地域包括支援センター　花みずき
　　電話 465-3755　FAX 465-3368

お誕生日を三世代そろって
ケーキでお祝いしよう！！

　65歳、75歳のお誕生日を町内に居住する三世代で
お祝いしてもらうため、町内の指定販売店でケーキと
交換できる「三世代ケーキ券」の交付をしています。
対　象　次のお誕生日で65歳、75歳になる方で、次
　　　　の要件の全てに該当する方（誕生日月の前月
　　　　１日時点）

・歯科健診の受診
・人生大漁サロン
・老人福祉センターの教室
・生きがい教室・男の筋トレ
・オレンジカフェ　
・公民館クラブなど
対　　象　令和2年1月末までに65歳以上になる
　　　　　田尻町民
　　　　　（住民基本台帳記載の方）
ポイント　健診や教室参加で付与
　　　　　上限3,000ポイント
※対象となる活動やポイント付与数など
　詳しくはパンフレットをご覧ください。
配布場所　ふれ愛センター、役場、公民館

福　祉

介護予防活動

・老人ホームやグループホームでのボランティア
・介護予防教室やさわやかサロンにて受付や準
　備のお手伝い　など
　（身体介助を要しないもの）
対　　象　介護保険のサービスを利用していな
　　　　　い田尻町民（年齢不問）
　　　　　（住民基本台帳記載の方）
ポイント　サポーター活動１時間につき100ポ
　　　　　イント
　　　　　上限5,000ポイント
サポーター登録　
　随時、田尻町社会福祉協議会で受付
　電話 466-5015

介護支援活動

福祉課　電話 466-8813　FAX 466-8841

①対象者本人が、田尻町に６ヵ月以上住民票がある
②対象者又はその配偶者の直系卑属である１親等及び
　その子の住民票が田尻町にある
申請期間　65歳、75歳の誕生日月の前月１日から66
　　　　　歳、76歳の誕生日月の前月末まで
その他詳細はお問い合わせください。

　　福祉課 電話 466-8813 FAX 466-8841
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１月の老人福祉センター
問  田尻町社会福祉協議会　電話 466-5015　FAX 466-8899

■場　所　ふれ愛センター３階　教養娯楽室・軽体育室／２階　アトリエ    
■対象者　田尻町在住の60歳以上の方　※●＝介護予防ポイント対象事業    

■場　所　ふれ愛センター3階及び2階フリースペース　
■対象者　田尻町在住の60歳以上の方

＊老人福祉センターでは、健康で明るい生活を送れるよう、さまざまな行事を通して高齢者のみなさんの生きが
　いづくり、仲間づくり、健康づくりを応援しています。
   日頃抱える悩みごと等の相談も随時行っていますので、お気軽にご相談ください。

【教養講座・高齢者生きがい事業】  

【サークル活動】

● 園　　芸

20日（月）
午後1時30分～3時

● ディスコン（スポーツ）

22日（水）
午後1時30分～3時

● 民　　謡

9日（木）・16日（木）
午後1時30分～3時30分

● 生きがい体操教室①（月）

6日・20日・27日
午後1時30分～2時30分

● 友遊の集い お休み

● 男の筋トレ教室（木）

9日・16日・23日・30日
午後1時30分～2時30分

  6日（月）・27日（月） 午前9時30分～11時30分

28日（火） 午前9時30分～11時30分

  9日（木） 午前10時～11時30分

  6日（月）・27日（月） 午後1時30分～４時 

お休み

14日（火）・28日（火）  午後1時～5時

  9日（木）・23日（木）  午前9時30分～11時30分

お休み

  6日（月）・27日（月）  午前10時～11時30分

10日（金）・24日（金）  午後1時30分～３時  

ピ ア ノ サ ー ク ル

フ ェ イ シ ャ ル ヨ ガ

書 道 サ ー ク ル ③

書 道 サ ー ク ル ① ②

ヒップホップダンス

着 物 リ フ ォ ー ム

お 抹 茶 ク ラ ブ

健 康 手 品

絵 は が き

卓      球

き ず な（運動）

ほほえみ健康クラブ（運動） 10日（金）・17日（金）・24日（金）・31日（金）　午後1時30分～3時 

 月～金曜日（祝日を除く）　午前10時～午後5時
　※第1金曜日のみ、町外の方もお子さんも参加できます。
月～金曜日（祝日を除く）午後1時～5時（受付は4時30分まで）

囲 碁 ・ 将 棋

福 　 祉 　 風 　 呂

～高齢者のための憩いの場、ふれあいの場　ユーユーサロンに参加しませんか～

　～高齢者のための教養講座・サークルに参加しませんか～

  8日（水）・15日（水）・22日（水）・29日（水）　午前9時～正午
　※火曜日 午後１時～5時は不定期実施

10日（金）・17日（金）・24日（金）・31日（金）　午前10時～11時30分

介

介

介 ● 生きがい体操教室②（木）

9日・16日・23日・30日
午後2時40分～3時40分

介介

介

● 介

● 介

●介

● 介

● 介

●介

● 介

●介

● 介

童 謡 専 科● 介

●介

● 介

● 介
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　職場の健康保険に加入した場合や家族の職場
の健康保険に被扶養者として加入した場合は、
国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。
　会社で発行された健康保険被保険者証、国民
健康保険被保険者証、印鑑をご持参のうえ、役
場住民課で届出を行ってください。

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

国民健康保険の資格喪失届

　ご成人おめでとうございます。
　ところで、みなさまは国民年金について何か
考えたことがありますか？
　「年金なんて興味ない」とか「年金なんか先
の話」などと思っていませんか？
　国民年金をはじめとする公的年金制度は、現
役世代が納めている保険料を、年金受給者（高
齢者世代）の年金として支給する「世代と世代
の支え合い」で成り立っています。
　また、年金は老後に支給される「老齢年金」
だけでなく、けがや病気などで障害が残った時
は「障害年金」が、家族を残して亡くなった時
は「遺族年金」が支給され、加入者や遺族の生
活を支えます。
　国民年金は、20歳になったら誰もが加入し、
保険料を納めることになっていますが、経済的
な理由などで保険料のお支払いが困難な時は、
保険料の納付が免除される制度や、50歳未満の
方の保険料の納付を猶予することができる制度
があります。また学生の方の場合は、保険料の
納付を猶予することができる学生納付特例制度
があります。
　くわしくは役場住民課や、貝塚年金事務所
（電話431-1122）にご相談ください。

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

成人を迎えるみなさまへ

　住民票の異動（転入・転出・転居等）に関す
る届出や、住民票の写しの請求は、原則として
本人又は世帯員でなければできません。別世帯
の方が手続きをする場合は、必ず委任状又は承
諾書が必要となります。
※住所が同一であっても、住民票の世帯を分け
ている場合には委任状が必要です。
　ご家族の世帯に入る届出をする場合は、当該
世帯の世帯主の承諾書が必要となります。
　また、当該世帯の方が本人の代理として転入
手続きをする場合には、本人の委任状が必要と
なります。
※委任状及び承諾書の様式は町ホームページ
（http://www.town.tajiri.osaka.jp/kakuka/
juumin/juumin/shinseisho/ininjo.html）よ
りダウンロードして、必要事項を記入してくだ
さい。印刷できない場合は、用紙は自由ですの
で、必要事項を記入してください。

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

異なる世帯の方が住民票の手続きをする
場合には委任状が必要です！

年　金
問

問

問

　住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転
居届など）は、国民健康保険、国民年金、選挙人
名簿への登録などにつながる大切な手続です。

引越の際は、住所の異動手続きを忘れずに！

問

引越前の
市区町村

［転出前に］
転出届を提出して
転出証明書を受け取る

引越先の
市区町村

［転入した日から14日以内に］
転出証明書を添えて
転入届を提出

お住まいの
市区町村

［転居した日から14日以内に］
転居届を提出

◎同一の市区町村内で転居される場合

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

　入学・就職・転勤などによる引越で、住所を異
動される方は、住民票の異動の届出が必要です。
届出の際には、本人確認書類（運転免許証、健
康保険証など）及び印鑑をご持参ください。
　また、マイナンバーの「通知カード」、「マ
イナンバーカード（個人番号カード）」、「住
民基本台帳カード」の住所変更の手続きも行い
ますので、併せてご持参ください。

◎他の市区町村に転出・転入される場合

住民・戸籍

今
月
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　医療保険と介護保険の両方に自己負担金があ
ることにより、家計の負担が重くなっている場
合に負担を軽減するため、平成20年4月から設
けられた制度です。
　世帯で1年間（毎年8月から翌年7月末）に支
払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計
額が、この制度の自己負担限度額を超えた場合
に、申請に基づき超えた額が支給されます。
　
申請方法
　支給申請の通知が届きましたら、同封の返信
封筒で大阪府後期高齢者医療広域連合給付課に
送付いただきますようお願いします。

※）医療費用又は介護サービス費用が0円の場
　　合又は、支給額（超過額）が500円以下の
　　場合は対象外です。

高額医療・高額介護合算制度

　昨年１年間（1月～12月）に納付された国民健
康保険料の総額をお知らせするため、「国民健康
保険料納付証明書」を１月下旬に送付します。
　所得税の確定申告・町府民税の申告をされる場
合等にお使いください。

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

国民健康保険料納付証明書 

　昨年１年間（１月～12月）に納付された後期
高齢者医療保険料の総額をお知らせするため、
「後期高齢者医療保険料納付証明書」を１月下旬
に送付します（ただし、年金から天引きされてい

後期高齢者医療保険料納付証明書 

◆病気の予防・早期発見に
　生活習慣病とはがんや心筋梗塞、脳卒中などの
ことをいい、日本人の死因の約６割をしめていま
す。特定健診は、このような生活習慣病を早期に
発見、予防することを目的とした健診です。
　年に１度の健康チェックにこの特定健診をご利
用ください。
◆特定健診は無料
　国民健康保険に加入している40歳から74歳ま
での方を対象に、昨年の4月に受診券をお送りし
ていますが、もう受診はお済みでしょうか？
　町内及び近隣市町の医療機関でも受診できます。
※4月以降、社会保険に変わられた方は、この受
　診券は利用できません。加入している社会保険
　にお問合せください。
◆治療中でも受診で
　きます
　病気治療中の方で
も、特定健診を受診
していただけます。
主治医にご相談くだ
さい。

　　住民課　
　　電話 466-5004
　　FAX 465-3794

「特定健診」はもう受診されましたか？ 
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　　大阪府後期高齢者医療広域連合給付課
　　電話 06-4790-2031
　　田尻町住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

課税
状況 所得区分

後期高齢者
医療制度に
おける負担
割合

自己負担額
（年額）
（医療保険+
介護保険）

課税
世帯

非課
税世
帯

課税所得
690万円
以上
380万円
以上

低所得Ⅱ

3　割

1　割

212万円

141万円

67万円

56万円

低所得Ⅰ 19万円

31万円

145万円
以上
一　　般

後期高齢者医療

不審者・不審車両を見かけたら、110番に通報しましょう！
泉佐野警察署　電話 464－1234

国　保

る方は、日本年金機構等から送付される「公的年
金等の源泉徴収票」で確認をしてください）。
所得税の確定申告・町府民税の申告をされる場合
等にお使いください。
　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794
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　職場の健康保険に加入した場合や家族の職場
の健康保険に被扶養者として加入した場合は、
国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。
　会社で発行された健康保険被保険者証、国民
健康保険被保険者証、印鑑をご持参のうえ、役
場住民課で届出を行ってください。

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

国民健康保険の資格喪失届

　ご成人おめでとうございます。
　ところで、みなさまは国民年金について何か
考えたことがありますか？
　「年金なんて興味ない」とか「年金なんか先
の話」などと思っていませんか？
　国民年金をはじめとする公的年金制度は、現
役世代が納めている保険料を、年金受給者（高
齢者世代）の年金として支給する「世代と世代
の支え合い」で成り立っています。
　また、年金は老後に支給される「老齢年金」
だけでなく、けがや病気などで障害が残った時
は「障害年金」が、家族を残して亡くなった時
は「遺族年金」が支給され、加入者や遺族の生
活を支えます。
　国民年金は、20歳になったら誰もが加入し、
保険料を納めることになっていますが、経済的
な理由などで保険料のお支払いが困難な時は、
保険料の納付が免除される制度や、50歳未満の
方の保険料の納付を猶予することができる制度
があります。また学生の方の場合は、保険料の
納付を猶予することができる学生納付特例制度
があります。
　くわしくは役場住民課や、貝塚年金事務所
（電話431-1122）にご相談ください。

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

成人を迎えるみなさまへ

　住民票の異動（転入・転出・転居等）に関す
る届出や、住民票の写しの請求は、原則として
本人又は世帯員でなければできません。別世帯
の方が手続きをする場合は、必ず委任状又は承
諾書が必要となります。
※住所が同一であっても、住民票の世帯を分け
ている場合には委任状が必要です。
　ご家族の世帯に入る届出をする場合は、当該
世帯の世帯主の承諾書が必要となります。
　また、当該世帯の方が本人の代理として転入
手続きをする場合には、本人の委任状が必要と
なります。
※委任状及び承諾書の様式は町ホームページ
（http://www.town.tajiri.osaka.jp/kakuka/
juumin/juumin/shinseisho/ininjo.html）よ
りダウンロードして、必要事項を記入してくだ
さい。印刷できない場合は、用紙は自由ですの
で、必要事項を記入してください。

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

異なる世帯の方が住民票の手続きをする
場合には委任状が必要です！

年　金
問

問

問

　住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転
居届など）は、国民健康保険、国民年金、選挙人
名簿への登録などにつながる大切な手続です。

引越の際は、住所の異動手続きを忘れずに！

問

引越前の
市区町村

［転出前に］
転出届を提出して
転出証明書を受け取る

引越先の
市区町村

［転入した日から14日以内に］
転出証明書を添えて
転入届を提出

お住まいの
市区町村

［転居した日から14日以内に］
転居届を提出

◎同一の市区町村内で転居される場合

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

　入学・就職・転勤などによる引越で、住所を異
動される方は、住民票の異動の届出が必要です。
届出の際には、本人確認書類（運転免許証、健
康保険証など）及び印鑑をご持参ください。
　また、マイナンバーの「通知カード」、「マ
イナンバーカード（個人番号カード）」、「住
民基本台帳カード」の住所変更の手続きも行い
ますので、併せてご持参ください。

◎他の市区町村に転出・転入される場合

住民・戸籍
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　医療保険と介護保険の両方に自己負担金があ
ることにより、家計の負担が重くなっている場
合に負担を軽減するため、平成20年4月から設
けられた制度です。
　世帯で1年間（毎年8月から翌年7月末）に支
払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計
額が、この制度の自己負担限度額を超えた場合
に、申請に基づき超えた額が支給されます。
　
申請方法
　支給申請の通知が届きましたら、同封の返信
封筒で大阪府後期高齢者医療広域連合給付課に
送付いただきますようお願いします。

※）医療費用又は介護サービス費用が0円の場
　　合又は、支給額（超過額）が500円以下の
　　場合は対象外です。

高額医療・高額介護合算制度

　昨年１年間（1月～12月）に納付された国民健
康保険料の総額をお知らせするため、「国民健康
保険料納付証明書」を１月下旬に送付します。
　所得税の確定申告・町府民税の申告をされる場
合等にお使いください。

　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

国民健康保険料納付証明書 

　昨年１年間（１月～12月）に納付された後期
高齢者医療保険料の総額をお知らせするため、
「後期高齢者医療保険料納付証明書」を１月下旬
に送付します（ただし、年金から天引きされてい

後期高齢者医療保険料納付証明書 

◆病気の予防・早期発見に
　生活習慣病とはがんや心筋梗塞、脳卒中などの
ことをいい、日本人の死因の約６割をしめていま
す。特定健診は、このような生活習慣病を早期に
発見、予防することを目的とした健診です。
　年に１度の健康チェックにこの特定健診をご利
用ください。
◆特定健診は無料
　国民健康保険に加入している40歳から74歳ま
での方を対象に、昨年の4月に受診券をお送りし
ていますが、もう受診はお済みでしょうか？
　町内及び近隣市町の医療機関でも受診できます。
※4月以降、社会保険に変わられた方は、この受
　診券は利用できません。加入している社会保険
　にお問合せください。
◆治療中でも受診で
　きます
　病気治療中の方で
も、特定健診を受診
していただけます。
主治医にご相談くだ
さい。

　　住民課　
　　電話 466-5004
　　FAX 465-3794

「特定健診」はもう受診されましたか？ 
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　　大阪府後期高齢者医療広域連合給付課
　　電話 06-4790-2031
　　田尻町住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794

課税
状況 所得区分

後期高齢者
医療制度に
おける負担
割合

自己負担額
（年額）
（医療保険+
介護保険）

課税
世帯

非課
税世
帯

課税所得
690万円
以上
380万円
以上

低所得Ⅱ

3　割

1　割

212万円

141万円

67万円

56万円

低所得Ⅰ 19万円

31万円

145万円
以上
一　　般

後期高齢者医療

不審者・不審車両を見かけたら、110番に通報しましょう！
泉佐野警察署　電話 464－1234

国　保

る方は、日本年金機構等から送付される「公的年
金等の源泉徴収票」で確認をしてください）。
所得税の確定申告・町府民税の申告をされる場合
等にお使いください。
　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794
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　給与所得や年金所得の方で、所得税の還付を
目的とする方の確定申告と、町民税・府民税の
申告を次のとおり受け付けます。
受付期間　2月17日（月）から3月13日（金）
　　　　　（土・日・祝日を除く）　
　　　　　午前９時～11時30分
　　　　　午後１時～４時30分
（午前11時30分から午後１時の間に来られた
方には、順番を記載した予約券を発行し、午後
１時からの受付となります。）
場　所　田尻町役場１階税務課前会議室　　　
必要なもの
①マイナンバーカード、又はマイナンバーが分 
　かる書類（通知カード、住民票の写しなど）
　と運転免許証等の写真付きの本人確認書類
②令和元年中の収入（所得）がわかる書類
　○給与所得の人　
　　源泉徴収票、給与明細書等
　○公的年金等の所得の人　
　　公的年金等の源泉徴収票
　○事業所得の人　
　　収入と経費のわかる帳簿等
③令和元年中の支払がわかる領収書、証明書等
　○社会保険料（国民健康保険料・国民年金保
　　険料・介護保険料等）、寄附金については領
　　収書
　○医療費については作成した明細書または医

療保険者から交付された医療費通知書（定
められた事項の記載があるもの、令和２年
度までは従来どおり領収書の添付も可）、
セルフメディケーション税制の適用を受け
る場合は健診結果等の健康維持促進等の取
組を行ったことを明らかにする書類

　○生命保険料（一般・介護医療・個人年
金）、地震保険料（平成18年12月31日ま
でに契約した長期損害保険を含む）につい
ては控除証明書

④印かん（町民税・府民税の申告の方）

　確定申告書を税務署へデータ連携するに当た
り、e-Taxの利用開始の届出となる利用者識別
番号（利用者ID）が必要となります。過去に
e-Taxで申告を行った際の「送信票兼送付書
（控）」や税務署から納税者に送付される「プ
レプリント申告書（第二表）」、「確定申告のお
知らせ」（はがき又は通知書）をお持ちの方
は、必ず持参してください。当日、会場で新た
に利用者識別番号を取得する場合は、待ち時間
が長くなりますのでご注意ください。

田尻町役場での令和元年分所得税等の
確定申告および町民税・府民税の申告
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！注意事項

　　税務課　電話 466-5003　FAX 465-3794

ペットの糞の後始末は飼い主の責任！
～飼い主のマナーが問われます～　　生活環境課　466-5005

　土地、家屋、償却資産の現況に基づく適正な
評価と課税のため、実地調査を行っています。
新築や増築などの調査の際には、評価に必要な
範囲で屋内に立ち入らせていただきます。調査
員（固定資産評価補助員証を携帯）が訪問した
時には、ご協力をお願いします。
＜次の場合はご連絡ください＞
令和元年中に家屋を新築又は取り壊した方で、
登記申請していない場合
＜次の場合は届出が必要です＞
◎既存の未登記家屋を売買・相続・贈与したこ
　とにより、所有者が変更された場合
　⇒　未登記家屋所有者変更申請書
◎固定資産の所有者が死亡し、まだ相続登記を
　していない場合　⇒　相続人代表者指定届
◎共有物件の代表納税義務者が死亡した場合　
　⇒　納税義務者変更届

問　税務課　電話 466-5003　FAX 465-3794

固定資産税の実地調査にご協力ください ！

令和元年分所得税等の確定申告

　申告会場の開設期間は、2月17日（月）から3月
16日（月）（閉庁日を除く）までです。
（相談受付は午後4時まで）
　なお、会場の混雑状況により、早めに相談受
付を終了する場合があります。

税務署からのお知らせ 

今
月
の
お
知
ら
せ

税税

粗大ごみ処理券

粗大不燃ごみ
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　粗大・不燃ごみは、収集に伺う（申込制）方
法とご自身で焼却場へ直接搬入していただく方
法の２種類の捨て方があります。その際、蛍光
管、乾電池、ライターの３種類は、45リットル
袋や粗大・不燃ごみ専用10リットル指定袋には
入れずに、中身の見える小袋（スーパーの袋
等）にそれぞれ分けて入れて、45リットル袋や
10リットル指定袋の横に添えて、お出しくださ
い。また、直接搬入時も同様に分けて搬入して
ください。
　ご協力をよろしくお願いします。

　先日、近隣市で収集された容器包装プラスチ
ックにまぎれ込んでいたリチウムイオン電池が
原因で発火する事故が発生しました。
　電池類をはじめ、カミソリ、ライター、スプ
レー缶、医療系廃棄物などは、火災の原因や収
集処理する人に怪我をさせる等の重大事故の発
生原因となりかねません。このような危険物は
絶対に混ぜずに適正に分別・廃棄していただき
ますよう、ご協力をお願いします。

　　生活環境課　
　　電話 466-5005　FAX 465-3794

粗大・不燃ごみの出し方

容器包装プラスチック、可燃ごみに
危険物などを混ぜないで！

台風などの災害により被害を受けた方へ
　災害により住宅や家財などに損害を受けたと
きには、雑損控除等を適用することによって、所
得税の全部又は一部を軽減することができます。
　平成30年に発生した台風第21号などの災害に
より、平成30年分又は令和元年分の確定申告に
おいて雑損控除を受けられる方へ、次の日程で
雑損控除の事前申告相談を行いますので、お早
目にご相談ください。

日　　時　1月14日（火）～2月14日（金）
場　　所　泉佐野税務署　３階　
相談受付　午前９時～午後４時

　会場の混雑状況により、早めに相談受付を終
了する場合があります。
※相談の際にご持参いただきたいもの①～④
①被害を受けた住宅の取得年月、床面積及び自
　家用車の取得年月日等が分かるもの
（売買契約書・領収証でその取得価格が分かる
　もの及び修繕費などの災害関連支出の領収証
　が残っていれば併せてご用意ください）
②保険金等で補填される金額がある場合、その
　金額が分かる書類
③市（町）から交付を受けた「り災（被災）証
　明書」の写し（交付を受けていない場合は、
　被害状況の分かる写真など）
④昨年（平成30年分）、税務署で申告された方
　はその確定申告書の写し
　詳しくは、税務署までお問い合わせください。

サラリーマンや年金受給者のための申告会場
場　　所　イオンモールりんくう泉南　２階
　　　　　イオンホール　
　　　　　泉南市りんくう南浜３-12
開 設 日　2月5日（水）～12日（水）
　　　　　（土、日、祝日を除く）
相談受付　午前10時～午後3時
※2月8日（土）・9日（日）・11日（火・祝）に開催

される申告相談会は、近畿税理士会泉佐野支
部が主催するものであり、サラリーマンや年
金受給者の方だけでなく、事業所得や譲渡所
得がある方や資産の贈与を受けた方も相談で
きますが、申告書の提出はできません。

　　泉佐野税務署　総務課　電話 462-3471

生活・環境

容器包装プラスチックの分別を！  ～すてればゴミ、分ければ資源～
生活環境課　電話 466－5005

　　生活環境課
　　電話 466-5005　FAX 465-3794
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　給与所得や年金所得の方で、所得税の還付を
目的とする方の確定申告と、町民税・府民税の
申告を次のとおり受け付けます。
受付期間　2月17日（月）から3月13日（金）
　　　　　（土・日・祝日を除く）　
　　　　　午前９時～11時30分
　　　　　午後１時～４時30分
（午前11時30分から午後１時の間に来られた
方には、順番を記載した予約券を発行し、午後
１時からの受付となります。）
場　所　田尻町役場１階税務課前会議室　　　
必要なもの
①マイナンバーカード、又はマイナンバーが分 
　かる書類（通知カード、住民票の写しなど）
　と運転免許証等の写真付きの本人確認書類
②令和元年中の収入（所得）がわかる書類
　○給与所得の人　
　　源泉徴収票、給与明細書等
　○公的年金等の所得の人　
　　公的年金等の源泉徴収票
　○事業所得の人　
　　収入と経費のわかる帳簿等
③令和元年中の支払がわかる領収書、証明書等
　○社会保険料（国民健康保険料・国民年金保
　　険料・介護保険料等）、寄附金については領
　　収書
　○医療費については作成した明細書または医

療保険者から交付された医療費通知書（定
められた事項の記載があるもの、令和２年
度までは従来どおり領収書の添付も可）、
セルフメディケーション税制の適用を受け
る場合は健診結果等の健康維持促進等の取
組を行ったことを明らかにする書類

　○生命保険料（一般・介護医療・個人年
金）、地震保険料（平成18年12月31日ま
でに契約した長期損害保険を含む）につい
ては控除証明書

④印かん（町民税・府民税の申告の方）

　確定申告書を税務署へデータ連携するに当た
り、e-Taxの利用開始の届出となる利用者識別
番号（利用者ID）が必要となります。過去に
e-Taxで申告を行った際の「送信票兼送付書
（控）」や税務署から納税者に送付される「プ
レプリント申告書（第二表）」、「確定申告のお
知らせ」（はがき又は通知書）をお持ちの方
は、必ず持参してください。当日、会場で新た
に利用者識別番号を取得する場合は、待ち時間
が長くなりますのでご注意ください。

田尻町役場での令和元年分所得税等の
確定申告および町民税・府民税の申告
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税

問

！注意事項

　　税務課　電話 466-5003　FAX 465-3794

ペットの糞の後始末は飼い主の責任！
～飼い主のマナーが問われます～　　生活環境課　466-5005

　土地、家屋、償却資産の現況に基づく適正な
評価と課税のため、実地調査を行っています。
新築や増築などの調査の際には、評価に必要な
範囲で屋内に立ち入らせていただきます。調査
員（固定資産評価補助員証を携帯）が訪問した
時には、ご協力をお願いします。
＜次の場合はご連絡ください＞
令和元年中に家屋を新築又は取り壊した方で、
登記申請していない場合
＜次の場合は届出が必要です＞
◎既存の未登記家屋を売買・相続・贈与したこ
　とにより、所有者が変更された場合
　⇒　未登記家屋所有者変更申請書
◎固定資産の所有者が死亡し、まだ相続登記を
　していない場合　⇒　相続人代表者指定届
◎共有物件の代表納税義務者が死亡した場合　
　⇒　納税義務者変更届

問　税務課　電話 466-5003　FAX 465-3794

固定資産税の実地調査にご協力ください ！

令和元年分所得税等の確定申告

　申告会場の開設期間は、2月17日（月）から3月
16日（月）（閉庁日を除く）までです。
（相談受付は午後4時まで）
　なお、会場の混雑状況により、早めに相談受
付を終了する場合があります。

税務署からのお知らせ 

今
月
の
お
知
ら
せ

税税

粗大ごみ処理券

粗大不燃ごみ
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問

問

問

　粗大・不燃ごみは、収集に伺う（申込制）方
法とご自身で焼却場へ直接搬入していただく方
法の２種類の捨て方があります。その際、蛍光
管、乾電池、ライターの３種類は、45リットル
袋や粗大・不燃ごみ専用10リットル指定袋には
入れずに、中身の見える小袋（スーパーの袋
等）にそれぞれ分けて入れて、45リットル袋や
10リットル指定袋の横に添えて、お出しくださ
い。また、直接搬入時も同様に分けて搬入して
ください。
　ご協力をよろしくお願いします。

　先日、近隣市で収集された容器包装プラスチ
ックにまぎれ込んでいたリチウムイオン電池が
原因で発火する事故が発生しました。
　電池類をはじめ、カミソリ、ライター、スプ
レー缶、医療系廃棄物などは、火災の原因や収
集処理する人に怪我をさせる等の重大事故の発
生原因となりかねません。このような危険物は
絶対に混ぜずに適正に分別・廃棄していただき
ますよう、ご協力をお願いします。

　　生活環境課　
　　電話 466-5005　FAX 465-3794

粗大・不燃ごみの出し方

容器包装プラスチック、可燃ごみに
危険物などを混ぜないで！

台風などの災害により被害を受けた方へ
　災害により住宅や家財などに損害を受けたと
きには、雑損控除等を適用することによって、所
得税の全部又は一部を軽減することができます。
　平成30年に発生した台風第21号などの災害に
より、平成30年分又は令和元年分の確定申告に
おいて雑損控除を受けられる方へ、次の日程で
雑損控除の事前申告相談を行いますので、お早
目にご相談ください。

日　　時　1月14日（火）～2月14日（金）
場　　所　泉佐野税務署　３階　
相談受付　午前９時～午後４時

　会場の混雑状況により、早めに相談受付を終
了する場合があります。
※相談の際にご持参いただきたいもの①～④
①被害を受けた住宅の取得年月、床面積及び自
　家用車の取得年月日等が分かるもの
（売買契約書・領収証でその取得価格が分かる
　もの及び修繕費などの災害関連支出の領収証
　が残っていれば併せてご用意ください）
②保険金等で補填される金額がある場合、その
　金額が分かる書類
③市（町）から交付を受けた「り災（被災）証
　明書」の写し（交付を受けていない場合は、
　被害状況の分かる写真など）
④昨年（平成30年分）、税務署で申告された方
　はその確定申告書の写し
　詳しくは、税務署までお問い合わせください。

サラリーマンや年金受給者のための申告会場
場　　所　イオンモールりんくう泉南　２階
　　　　　イオンホール　
　　　　　泉南市りんくう南浜３-12
開 設 日　2月5日（水）～12日（水）
　　　　　（土、日、祝日を除く）
相談受付　午前10時～午後3時
※2月8日（土）・9日（日）・11日（火・祝）に開催

される申告相談会は、近畿税理士会泉佐野支
部が主催するものであり、サラリーマンや年
金受給者の方だけでなく、事業所得や譲渡所
得がある方や資産の贈与を受けた方も相談で
きますが、申告書の提出はできません。

　　泉佐野税務署　総務課　電話 462-3471

生活・環境

容器包装プラスチックの分別を！  ～すてればゴミ、分ければ資源～
生活環境課　電話 466－5005

　　生活環境課
　　電話 466-5005　FAX 465-3794

今
月
の
お
知
ら
せ

税税

生
活
・
環
境



　たじりっちバスの運行がはじまり、半年が経
過しました。今後の利便性向上に役立てるた
め、アンケート調査を実施しますのでご協力を
お願いします。
配布場所　役場別館、ふれ愛センター、公民館
提出方法　アンケート用紙に記入いただき、各 
　　　　　配布場所に備え付けた回収箱に投函
　　　　　してください。
期　　間　1月15日（水）から2月14日（金）まで

　　都市政策課　
　　電話 466-5006　FAX 466-5025

たじりっちバスの利用者
アンケートにご協力ください！
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問

問

補助の内容
（1）耐震診断補助
　【対象建築物】
　１．昭和56年5月31日以前に建築基準法第６

条第1項の規定により確認を受けて建築
された木造住宅

　２．現に居住又は使用しているもの
　【対象者】
　　補助対象建築物の所有者
　【補助金額】
　　耐震診断費用の90％以内で45千円が限度額
　　（ただし、耐震費用1千円／㎡以内）
（2）耐震改修補助
　【対象建築物】
　１．昭和56年5月31日以前に建築基準法第６

条第1項の規定により確認を受けて建築
された木造住宅

　２．耐震診断で上部構造評点1.0未満のもの
　３．現に居住又は使用しているもの
　【対象者】
　１．補助対象建築物の所有者（個人）
　２．所有者の直近の課税所得金額が507万円
　　　未満の方
　【補助金額】
　　耐震改修計画の作成、耐震改修工事に要す
　る費用で40万円（又は60万円）が限度額
　詳しくは、都市政策課までお問い合せください。

　　都市政策課　
　　電話 466-5006 FAX 466-5025

耐震診断・耐震改修の補助制度

　本町では、次の南部大阪都市計画公園の変更（田
尻町決定）案について縦覧を行います。町民及び
利害関係人は縦覧期間満了日までに意見書を提出
することができます。
【田尻町決定案件】
　都市計画公園の変更
【縦覧期間】
　1月14日（火）～28日（火）
　（土・日を除く午前8時45分～午後5時15分）
【縦覧及び意見書の提出場所】
　都市政策課
　ホームページ
　http://www.town.tajiri.osaka.jp/kakuka/
　jigyo/toshi/index.html

　　都市政策課　
　　電話　466-5006　FAX 466-5025

南部大阪都市計画公園の変更案の縦覧

問

　防犯カメラは、
事件が起きた時の
解決手段として役
立つだけでなく、
設置していること
による犯罪抑止の
効果も期待されて
います。
　今年度は、ふれ
愛センター前など６台の防犯カメラを新しいも
のに取替えました。新しい機器に取り替えるこ
とにより映像が鮮明になるなど更なる効果が見
込まれます。
　なお、防犯カメラの映像については、犯罪捜
査に関する捜査機関への提供に限られており、
個人への閲覧・データの提供はできません。

　　生活環境課
　　電話 466-5005　FAX 465-3794

防犯カメラの更新を行っています
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暖房器具に昨シーズンの灯油を使わないで！
●事例●
　新しく購入した石油ファンヒーターに、保管し
ていた灯油を入れたところ、エラー表示が出た。
メーカーから、「灯油に水分が含まれておりエ
ラー表示が出た。部品交換が必要。」と言われた。
○ひとことアドバイス○
★灯油は、保管中に日光や熱により変質した

り、水や異種の油などが混入したりして「不
良灯油」になることがあります。不良灯油を
暖房器具に使用すると煙が出たり緊急消火が
できなくなったりするなど、故障の原因にな
ります。

★昨シーズンのものなど、変質の可能性がある
灯油は使用しないでください。

★暖房器具を片付けるときは、取扱説明書に
従って内部に灯油を残さないように処理して
から保管することが大切です。

★灯油は、そのシーズン中に使い切ることをお
すすめします。

問

問

問

相談スペース　ほっ…と。便り№16

　令和2年10月１日を期日として、全国一斉に
国勢調査を実施します。
　調査員として調査にご協力いただける方を募

国勢調査の調査員を募集します！！

　令和2年2月1日現在で、全国で一斉に『2020
年農林業センサス』が実施されます。
　この調査は、今後の農林業の政策に役立てる
ために５年ごとに実施される極めて大切な調査
です。
　令和２年１月頃から農林業を営んでいる皆様
のところに調査員が訪問して、調査票に農林業
の経営状況などの記入をお願いしますので、ご
協力をお願いします。

　　総務課　電話　466-5002　FAX 466-8725

2020年農林業センサスにご協力ください！

　　相談スペースほっ…と。電話 466-5018
　　産業振興課　
　　電話 466-5008　FAX 466-5025

募　集

集します。
応募資格
　①20歳以上で、責任をもって調査事務ができ 
　　る方
　②調査で知り得た秘密を守れる方
　③警察・選挙に直接関係のない方
　④暴力団その他反社会勢力に該当しない方
主な業務内容
　①調査員説明会への出席（8月下旬）
　②担当調査区の確認（9月上旬）
　③調査票等の配布（9月中旬）
　④調査票の回収（10月上旬～中旬）
　⑤督促状の配布（10月中旬）
　⑥調査関係書類の提出（10月下旬）
調査員の身分と待遇
　○総務大臣が任命する非常勤の国家公務員と
　　なります。
　○調査に従事すると、報酬が支払われます。
　　報酬の額は、国の基準に基づき、調査区数
　　や世帯数等を考慮して定めています。
　○報酬額は、１調査区担当が約40,000円、２
　　調査区担当が約76,000円となっています。
　○世帯数は、担当調査区により異なります。
　○調査終了後に、ご本人の名義の口座に振り
　　込みます。
募集期間　1月6日（月）～4月30日（木）
　　　　　※土、日、祝日を除く
　　　　　　午前8時45分～午後5時15分
募集人数　約60人
申込方法　町ホームページ
　（http://www.town.tajiri.osaka.jp）または

役場本庁舎2階総務課にある申込書に必要事
項をご記入の上、本人確認書類（免許証な
ど）を添えて総務課までご提出ください。

その他
　○申込みが殺到した場合は、募集期間内であ
　　っても、途中で申込みを締め切る場合がご
　　ざいますのであらかじめご了承ください。
　○申込み結果につきましては、５月中旬にご
　　連絡します。
　○調査員１人に対し、複数の調査区をお願い
　　する場合があります。
　　総務課　電話　466-5002　FAX 466-8725
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たじり人権のつどい2019　人権講演会
「同じ時を生きる人たちへ～障害のある人もない人もみんなが輝く今～」開催報告

令和元年台風第19号被害　宮城県大崎市への支援

人権のひろば

　12月8日（日）田尻町立公民館1階ホールにて、「たじり人権のつどい2019『同じ時を生きる人たち
へ～障害のある人もない人もみんなが輝く今～』」を開催し、90名の方々に参加いただきました。
　車いすダンスを主軸として、みんなが人として輝くことを目指して活動するジェネシス　オブ　エ
ンターテイメントさんによる人権講演会（車いすダン
ス公演会）では華やかな車いすダンスの公演や、ジェ
ネシス　オブ　エンターテイメントの皆さんの体験を
交えた講演など盛りだくさんの90分でした。参加くだ
さった皆さま、ありがとうございました。
　今後も田尻町と田尻町人権協会が協力し、このよう
な人権啓発活動を行うことで、皆さまの人権に対する
意識が少しでも変わっていただければと思います。
　すべての人が安心して暮らせる人権のまちづくりに
私たち一人ひとりが協力し、取り組んでいきましょ
う。

　友好都市である宮城県大崎市が令和元年台風第19号で大きな被害を受けました。
　被災された方々を支援するために、支援物資を送付しました。
【支援物資】・段ボールベッド
　　　　　　・ベッドマット一式
　　　　　　・テント型間仕切り
　　　　　　・家庭衛生用消毒液
　また、先日より役場などに設置しておりました募金箱には112,151円の義援金をお寄せいただきま
した。また、田尻町消防団と田尻町婦人会からも義援金をいただき、さっそく大崎市に送金させて
いただきました。皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

企画人権課　人権・男女共生室
電話 466-5019　FAX 466-8725

問

危機管理課　
電話 466-5009　FAX 466-8725

問消防・防災トピックス

避難所：大崎市旧鹿島台第二小学校体育館／
　　　　10月19日撮影〈大崎市長より御礼状が届きました〉
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たじり人権のつどい2019　人権講演会
「同じ時を生きる人たちへ～障害のある人もない人もみんなが輝く今～」開催報告

令和元年台風第19号被害　宮城県大崎市への支援

人権のひろば

　12月8日（日）田尻町立公民館1階ホールにて、「たじり人権のつどい2019『同じ時を生きる人たち
へ～障害のある人もない人もみんなが輝く今～』」を開催し、90名の方々に参加いただきました。
　車いすダンスを主軸として、みんなが人として輝くことを目指して活動するジェネシス　オブ　エ
ンターテイメントさんによる人権講演会（車いすダン
ス公演会）では華やかな車いすダンスの公演や、ジェ
ネシス　オブ　エンターテイメントの皆さんの体験を
交えた講演など盛りだくさんの90分でした。参加くだ
さった皆さま、ありがとうございました。
　今後も田尻町と田尻町人権協会が協力し、このよう
な人権啓発活動を行うことで、皆さまの人権に対する
意識が少しでも変わっていただければと思います。
　すべての人が安心して暮らせる人権のまちづくりに
私たち一人ひとりが協力し、取り組んでいきましょ
う。

　友好都市である宮城県大崎市が令和元年台風第19号で大きな被害を受けました。
　被災された方々を支援するために、支援物資を送付しました。
【支援物資】・段ボールベッド
　　　　　　・ベッドマット一式
　　　　　　・テント型間仕切り
　　　　　　・家庭衛生用消毒液
　また、先日より役場などに設置しておりました募金箱には112,151円の義援金をお寄せいただきま
した。また、田尻町消防団と田尻町婦人会からも義援金をいただき、さっそく大崎市に送金させて
いただきました。皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

企画人権課　人権・男女共生室
電話 466-5019　FAX 466-8725

問

危機管理課　
電話 466-5009　FAX 466-8725

問消防・防災トピックス

避難所：大崎市旧鹿島台第二小学校体育館／
　　　　10月19日撮影〈大崎市長より御礼状が届きました〉
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問

　昨年4月15日世界遺産のノートルダム大聖堂の尖塔など文化財が、また10月31日には沖縄県首里城の
貴重な建造物である正殿等が火災焼失したとのニュースが全世界を駆け抜けました。人類の大切な財産
は、ちょっとした不注意などで失われ、修復には何十年もかかるばかりでなく、取り戻すことができな
い場合もあります。
　日本では昭和24年に法隆寺金堂で火災があり、国宝の壁画が焼失しています。これを契機に、昭和
25年に文化財保護法が制定され、昭和30年から毎年1月26日を文化財防火デーと定め、日本中で色々な
防火啓発の取り組みが行われています。
　消防組合でも、大切な郷土の文化財を守るため、この1月26日を中心に
防火診断や消防団と合同で消防訓練を実施し、将来に継承すべき貴重な財
産である文化財の火災予防を推進します。
◎消防訓練
　　日　時　１月19日（日）午前10時～
　　場　所　田尻町嘉祥寺　　嘉祥神社
　　泉州南消防組合　泉佐野消防署田尻出張所　電話・FAX 465－0119

守ろう　郷土の文化財　第66回文化財防火デー実施

日時　1月5日（日）　午前10時～　
場所　田尻町立中学校運動場

田尻町消防出初式　

＊今後の大崎市への義援金は、次の振込先へお願いします。（振込手数料は無料です。）
【振 込 先】　
　七十七銀行　古川支店（シチジュウシチギンコウ　フルカワシテン）
　　　　　　　普通預金　口座番号：5032057　
　　　　　　　口座名義人　令元10大崎市災害対策本部災害対策本部長　伊藤　康志
　　　　　　　（レイガンイチゼロオオサキシサイガイタイサクホンブ　サイガイタイサクホンブ
　　　　　　　　チョウ　イトウヤスシ）
＊詳細は、大崎市ホームページをご確認ください。 
　https://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/45,34972,206,html
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公民館だより　
ちょっと参加してみませんか？公民館での開催講座や公民館クラブ、図書室からのお知らせです。

☆公民館開催講座等のお知らせ☆

公民館だより公民館だより ちょっと参加してみませんか？
公民館での開催講座や公民館からのお知らせです。

講座申込は、参加費を添えて公民館１階でお願いします。（電話及びＦａｘは不可）
申込人数が少ないときは、中止になる場合がありますのでご了承ください。
※行事などの開催に伴いまして公民館が臨時休館の際は、社会教育課の受付ができない場合があります。
　誠に恐れ入りますが、ご了解並びにご理解をお願いします。
※公民館講座室を自習室として開放しています。ぜひご利用ください。

親子体験シリーズ（※大人だけの参加もＯＫ！）介護ポイント対象講座

今年のバレンタインは、親子でチョコスイーツを
手作りしてみませんか？
皆様の参加をお待ちしております！

いろんなおはなしや絵本、手遊びなどを
通じて本に親しむ楽しい時間を一緒に過
ごしませんか？

日　時　1月18日(土)　
　　　　午前11時～30分程度
場　所　3階　図書室
参加費　無料
協　力　おはなしの会
　　　　はっぴぃぶっく

※おはなし会は
　毎月第3土曜日に
　開催しています！
　気軽に来て下さいね！

日　時　2月2日(日)
　　　　午後 1 時～3時頃
場　所　2階　料理室　
講　師　木村　明美
参加費　1,300円／組 (材料費込み)
　　　　※申込時におつりのないようにお願いします。
対象者　田尻町に在住･在勤･在学の親子
　　　　　※大人だけの参加も可
定　員　親子合わせて12名程度　※先着順
もってくるもの　
　　エプロン、ふきん、三角巾、
　　持ち帰り容器（タッパー）
申込期間　１月16日(木)～28日(火)
※お申込は午後5時までにお願いします。
※参加費は、申込期間終了後は返金できません。

日　時　2月8日(土)　午後2時～3時
場　所　１階 大ホール　参加費　無 料  
対象者　田尻町に在住・在勤・在学の方
公　演　おはなしキャラバン“つばさ”
定　員　100名程度　※立ち見になる場合もあります。

チョコスイーツ作りチョコスイーツ作りチョコスイーツ作り

公民館子ども劇場開催！公民館子ども劇場開催！公民館子ども劇場開催！

おはなし会おはなし会

『さんまいのおふだ』人形劇

問

　ある山寺のやんちゃな小僧さんが、和尚さんにお願いして、
山へ栗拾いに行くことに。
　和尚さんは、何かあったら使うようにと小僧に「三枚のお札」を
持たせました。山で栗を見つけられないでいると、ひとりのおばあ
さんが現れ、「おらの家には、栗がいっぱいあるぞ。」と言いま
す。ついて行くと、おばあさんはたくさんご馳走を出してくれ、小
僧さんは大喜び。しかし、その正体は…。
　ハラハラドキドキの面白い演出が満載！
　ご家族みんなでお楽しみください。
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日　時　2月8日(土)　午後2時～3時
場　所　１階 大ホール　参加費　無 料  
対象者　田尻町に在住・在勤・在学の方
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公民館子ども劇場開催！公民館子ども劇場開催！公民館子ども劇場開催！

おはなし会おはなし会

『さんまいのおふだ』人形劇

問

　ある山寺のやんちゃな小僧さんが、和尚さんにお願いして、
山へ栗拾いに行くことに。
　和尚さんは、何かあったら使うようにと小僧に「三枚のお札」を
持たせました。山で栗を見つけられないでいると、ひとりのおばあ
さんが現れ、「おらの家には、栗がいっぱいあるぞ。」と言いま
す。ついて行くと、おばあさんはたくさんご馳走を出してくれ、小
僧さんは大喜び。しかし、その正体は…。
　ハラハラドキドキの面白い演出が満載！
　ご家族みんなでお楽しみください。

　　社会教育課　電話 466-0030　FAX466-0853

214　　　　　 浦触（うらぶれ）のこと

　水本邦彦著『海辺を行き交うお触れ書き－浦触の
語る徳川情報網－』が2019年8月に刊行されまし
た。著者が「浦触」に出会ってから40年、史料を
採訪し続けてきた成果がまとめられています。　
　さて、同書を手引きに野村豊著『近世漁村史料の
研究』（1956年、〈213〉参照）を見直してみる
と、第6－23文書は元禄16年（1703）未12月27日
付けで大坂船手・大坂町奉行より大坂から江戸まで
の「浦々庄屋年寄」にあてて「御用之材木三千本」
と「ふのり六拾七固」を船8艘に積み「御用木」と
印をたてて大坂川口を出発すること、難風にあった
場合や急用の節は対応すること、この触状を順々に
相届けることを伝えた浦触です。注記によれば『元
禄十五歳起 諸事之留帖』に記載されていたという
ことですから、岡田浦の庄屋が手控えとして記録し
たものです。「右之御触状、申正月朔日未下刻、吉
見村ゟ夫助右衛門と申者持来、受取書渡し、則樽井
庄屋へ持せ遣候」とあり、当時岸和田岡部氏の分家
領であった吉見村から岸和田藩領岡田村へ、次に同
領樽井村へ継送りしています。第6－42文書は宝永
7年（1710）2月22日付けで第6－23文書同様、大
坂船手・大坂町奉行より大坂から江戸までの「浦々
庄屋年寄」にあてた浦触です。「御用瓦」を大坂か

ら江戸へ回漕することを伝える内容です。『宝永六
年起 諸事之留帳』に記載されており、2月24日未
刻に吉見浦の善兵衛から岡田浦に届き、直ちに次の
樽井浦へ送ったとあります。第6－55文書は正徳4
年（1714）2月に奥州・羽州年貢米の江戸回漕を幕
府勘定所から「酒田ゟ江戸迄御料私領 浦々中」へ
伝えたものです。泉州海岸は関係なさそうですが、
「右御廻文箱ニ入」、9月10日夜樽井村から岡田浦
に届き、同夜吉見村庄屋善兵衛へ送っています。水
本前掲書は「弘前藩庁日記」（3月条）と「三河田
原藩日記」（6月条）で同じ浦触を見出し、酒田か
ら西廻りでも廻ったとしています。ただし、第6－
23、42文書とは逆回りです。また、発出日から半
年以上経っています。水本著『徳川社会論の視座』
（2013年）では、『泉南市史 史料編』（1982
年）収載の延宝5年（1677）浦触請取手形を取り上
げ、浦触が岡田浦から樽井村へ、樽井村から幕府領
の尾崎村へ継送りしていたことについて、私領・御
料の区別なく海辺村から海辺村への村継ぎであった
こと、つまり幕府→藩→村の伝達ルートとは異なる
原理のあったことを指摘しています。
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問

問

　新成人の皆さま、ご成人おめでとうご
ざいます。
　田尻町・田尻町教育委員会では、次の
とおり第67回成人式を開催します。皆さ
まのご出席を心よりお待ちしています。
日　時　1月12日（日）
　　　　午後1時受付、午後1時30分開式
場　所　公民館　大ホール
対象者　平成11年4月2日～平成12年4月
　　　　1日生まれの方

　　社会教育課（公民館内）
　　電話 466-0030　FAX 466-0853
　　※水曜・祝日は休館

第67回　成人式

■KIXウインターイルミネーション開催中！
　関西国際空港では、年間で行っている「日本の四季の美
しさ」をテーマに、冬のシーズンならではの装飾を用いた
演出を実施中！ターミナルビルやエアロプラザなど各ス
ポットで、街路樹のデコレーションなど様々なイルミネー
ションをお楽しみいただけます。空港をご利用の際は、ぜ
ひチェックしてみてください。 
日程　2020年2月29日(土)まで
場所　第1ターミナルビル
　　　（街路樹、2階・4階の館内通路、出国エリア）
　　　第2ターミナルビル（チェックインロビー、 出国エリア）
　　　関西空港駅～エアロプラザ間/第1ターミナルビル間

　ＴＤＦ行事予定は町ホームページの社会教育課のページに掲載しています。
ＵＲＬ　http://www.town.tajiri.osaka.jp/kakuka/kyoikuiinkai/
shakaikyouikuka/new_dantai/try_angl/1525059277986.html

ＴＤＦからのお知らせ
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★★１１０番の旗のお礼をしながら、たじりちょうをたんけんしよう！！★★

こども１１０番
ウォークラリー大会
こども１１０番

ウォークラリー大会
日　時

3月７日（土）
午前９時３０分～午後0時30分頃

主催：たじり try あんぐる

＊対　　象　　田尻町在住の4・5歳児～中学2年生まで
　　　　　　　（4・5歳児は親子で参加。小学生以上は子どものみの参加でＯＫ）
＊集合場所　　田尻町立小学校　体育館（受付は午前9時から9時30分までです。）
＊参 加 費　　無料
＊申込方法　　参加申込書に必要事項を記入し、各校園所・公民館へお申込みください。
＊申込受付期間　　２月1日（土）～16日（日）
参加申込書は、町ホームページ（http://www.town.tajiri.osaka.jp）からもダウンロードできます。

『クイズ 』

『おたのしみ
     くじびき 』

『ぶたじるを
　　　たべよう』

たじりにちなんだ
クイズ

わかるかな？?

ごうかな
けいひんが

あたります♪

おひるごはんには、
MCC（メンズ・クッキング・

クラブ）さんがつくって
くれた「ぶたじる」

がある

110番の旗を
掲げてくれている

お宅への
訪問＆お礼

雨天時は
体育館で

楽しいゲーム
をします！

たじりっちも
応援にくるよ！

ぜ ひ き て ね !!

こども１１０番ウォークラリー大会　参加申込書

（所属校園所名）

（ふりがな）

（参加児童・生徒名）

歳児

年
（連絡先）

TEL　　　－　　　　 －

くみ

きりとり

掲 示 板掲 示 板掲 示 板み
ん な

の
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問

問

問

問

《自衛官候補生》
★特別職国家公務員の身分と待遇
　・期末手当年2回
　・週休2日制、祝日、年末年始休暇等
　・被服類、寝具、食事、宿舎費は無料
★将来について
　・所要の教育を経て、3ケ月後に2等陸・海・空
　　士に任用
　・任用期間終了後は民間企業へ就職したり、引

　放送大学では、令和2年4月入学生を募集していま
す。
　10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生
が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で学んでいます。
　テレビによる授業だけでなく、学生は授業をイン
ターネットで好きな時に受講することもできます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科
学など、約300の幅広い授業科目があり、1科目か
ら学ぶことができます。
　出願期間は第1回が2月29日（土）まで、第２回は
3月1日（日）から3月17日（火）まで。
　資料を無料で差し上げています。放送大学大阪学
習センターまでご請求ください。
　　放送大学大阪学習センター　
　　電話 06-6773-6328

放送大学　入学生募集

自衛官等募集

～泉州広域母子医療センターは、安心をモットーに
24時間、産婦人科急性期疾患に対応しています。～
　平成20年度より開設している泉州広域母子医療
センターは、市立貝塚病院の「婦人科医療セン
ター」とりんくう総合医療センターの「周産期セ
ンター」で構成されています。
　特に、周産期センターは、24時間365日、常に
産科医が2名以上、新生児専門の小児科医は1名以
上が待機しており、いつでも安心なお産ができる
体制を整えています。
　また、貝塚市から岬町までの住民の方は、分娩
料金が格安となります。
　詳しくは、ホームページ

（http://www.sensyubosi.com/）をご覧ください。
　　りんくう総合医療センター 電話469-3111

安心・安全な
産婦人科・周産期医療を目指して

事一 般 記

大阪府立弥生文化博物館　催事案内

★冬季企画展
　「『はくふだ』でめぐる泉州の歴史と文化」
　泉州の８館をめぐって集めるカードプログラム
「はくふだ」。それぞれに特徴ある博物館をめぐり
ながら歴史や文化に親しみ、地域の魅力を再発見
するための取り組みです。本展では、プログラム参
加館が弥生博に集結！各館の魅力を紹介します。
日程　１月18日（土）～３月29日（日）まで

やよいミュージアムコンサート2019
Vol.13　「新春～未来へ繋ぎ奏でる旋律達～」
出演　サックス＆ピアノユニット「ティーモ」
　　　中地聖子（サックス）、竿下和美（ピアノ）
内容　春の海（宮城道雄）、スプリングソナタ
　　　（ベートーヴェン）、ふるさとの四季（源田
　　　俊一郎編曲）　ほか
日時　１月12日（日） 午後２時～３時30分

いずれの行事も申込不要、要入館料
入 館 料　○1月5日（日）～17日（金）
　　　　　　一般　310円
　　　　　　65歳以上・高校生・大学生　450円
　　　　　○1月18日（土）～
　　　　　　一般　430円
　　　　　　65歳以上・高校生・大学生　330円
開館時間　午前９時30分～午後５時
　　　　　（入館受付午後４時30分まで）
休 館 日　毎週月曜日
　　　　 （祝日の場合は開館、翌火曜日休館）
　　　　　年末年始の休館日　12/27～1/4

　　大阪府立弥生文化博物館
　　電話0725-46-2162
　　ホームページ
　　http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/

　　き続き自衛官として勤務を希望する場合は、選
　　考により2年を任期として継続任用されます。
　・選抜試験に合格すれば曹へ進むこともできます。
★応募資格
　・日本国籍を有する者
　・採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者
★受付期間
　・受付は年間を通じて行っています。
★試験日及び試験場
　・受付時にお知らせします。
※詳しくは、お問い合わせください。

　　自衛隊大阪地方協力本部　岸和田地域事務所
　　電話 072-426-0902
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★★１１０番の旗のお礼をしながら、たじりちょうをたんけんしよう！！★★

こども１１０番
ウォークラリー大会
こども１１０番

ウォークラリー大会
日　時

3月７日（土）
午前９時３０分～午後0時30分頃

主催：たじり try あんぐる

＊対　　象　　田尻町在住の4・5歳児～中学2年生まで
　　　　　　　（4・5歳児は親子で参加。小学生以上は子どものみの参加でＯＫ）
＊集合場所　　田尻町立小学校　体育館（受付は午前9時から9時30分までです。）
＊参 加 費　　無料
＊申込方法　　参加申込書に必要事項を記入し、各校園所・公民館へお申込みください。
＊申込受付期間　　２月1日（土）～16日（日）
参加申込書は、町ホームページ（http://www.town.tajiri.osaka.jp）からもダウンロードできます。

『クイズ 』

『おたのしみ
     くじびき 』

『ぶたじるを
　　　たべよう』

たじりにちなんだ
クイズ

わかるかな？?

ごうかな
けいひんが

あたります♪

おひるごはんには、
MCC（メンズ・クッキング・

クラブ）さんがつくって
くれた「ぶたじる」

がある

110番の旗を
掲げてくれている

お宅への
訪問＆お礼

雨天時は
体育館で

楽しいゲーム
をします！

たじりっちも
応援にくるよ！

ぜ ひ き て ね !!

こども１１０番ウォークラリー大会　参加申込書

（所属校園所名）

（ふりがな）

（参加児童・生徒名）

歳児

年
（連絡先）

TEL　　　－　　　　 －

くみ

きりとり

掲 示 板掲 示 板掲 示 板み
ん な

の
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※Ｐ.○は、広報○ページを参照してください。 
＊12月28日（土）、1月4日（土）、5日（日）のふれ愛センター貸館業務及びフリースペースは利用できます。

【略称】　ふ ＝ ふれ愛センター　　公 ＝ 公民館　　相 ＝ 相談スペースほっ・・・と　　
　　　　　介 ＝ 介護予防ポイント対象事業（ふれ愛センター） 健 ＝ 健康ポイント

田尻町　令和2年   1月  行事カレンダー

20

29 30 31 １ ３２ ４R１ 12月 R２ １月

２月

大晦日

成人の日

元日

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈ふれ愛センター
　　　　休館日〉

〈公民館休館日〉

介 健  健康大将
        （P.8）
　      午前10時～

介 健  健康大将
        （P.8）
　      午前10時～
相 女性のための
　なんでも相談
　 （P.27）
　午前10時～

介 健  健康大将
       （P.8）
　      午前10時～

介 ディスコン講座
　  (P.13)
　  午後1時30分～ 介 認知症カフェ

　 午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後2時40分～

介 男の筋トレ教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～

介 男の筋トレ教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後2時40分～

介 男の筋トレ教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 民謡講座
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後2時40分～
介 WAOたじり
　  (P.12)
　  午後2時～

介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～

ふ にこにこ会
　  午後2時～

介 園芸講座
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～

介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～

公  成人式（P.23）
午後1時30分～

ふ 障害者のための
　　茶話会
　　ルリエinたじり
　   午後1時～

ふ 3歳６か月児健診
　  (P.8）
　 午後１時～

小・中学校
3学期始業式
『見まもりデー』
（P.9）
午前7時40分～

介 健  健康大将
       （P.8）
        午前10時～

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

消防出初式（P.21）
午前10時～
（中学校運動場）

介 なごみの里
　  午後1時～
※吉見集会所
介 男の筋トレ教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 民謡講座
　 (P.13)
　  午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　 (P.13)
　  午後2時40分～

公民館休館（12/29～1/3）

役場・ふれ愛センター＊休館（12/28～1/5）
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　（ ふれ愛センターでは受付を行っていないものもあります。）

1月21日（火）
午後1時～4時30分

1月23日（木）
午後1時～4時

1月23日（木）
午後1時～3時

1月22日（水）
午後1時～4時

毎週月～金曜日
午前 8 時45分～
　　午後 5 時15分

（祝日年末年始を除く）

【面談による相談】
毎週水曜日
午前10時～正午

【電話による相談】
随時

ふれ愛センター 1 階
ボランティアビューロー

大阪府岸和田
子ども家庭センター
生活福祉課内
はーと・ほっと相談室
電話 441－2760
FAX 444－9008

ふれ愛センター 1 階
ボランティアビューロー

基幹包括支援センター
いずみさの

（泉佐野市社会福祉協議会内）

福祉課
（出張相談日のみ）
電話 466－8813
FAX 466－8841

電話 464－2977
FAX 462－5400

毎月第3火曜日に実施
基幹包括支援センターいずみ
さのの相談支援専門員による
出張相談

開 設 相 談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

ふれ愛センター   1 階
相談室

公民館　2階
小会議室

役場別館
2階　会議室

都市政策課

企画人権課

産業振興課

こども課
電話 466－5013
FAX 466－8841

企画人権課　
広報公聴係
電話 466－5019
FAX 466－8725

都市政策課
電 話 466－5006
FAX 466－5025

ご希望の方は事前に連絡をお
願いします。

相談支援員がお受けします。
まずはお電話ください。

ご希望の方は、ご家庭にもう
かがいます。

日　　　時 場　　　所 お問い合わせ 備　　考

指導課
電 話 466－5022
FAX 466－5095

企画人権課
電 話 466－5019
FAX 466－8725

産業振興課
電 話 466－5008
FAX 466－5025
健康課
電 話 466－8811
FAX 466－8841

毎週火曜日
午前10時～午後 3 時

ふれ愛センター   1 階
たじりカウンセリング
ルーム

ふれ愛センター   1 階
相談室

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）
毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

指導課・学事課
電 話 466－5022
FAX 466－5095

ふれ愛センター   1 階
相談室

ふれ愛センター 

専門相談員（保健師）がお受け
します。
電話による相談も受け付けて
います。

奇数月第4木曜日に実施。多数
の場合は次回になります。ご了
承ください。（一人1回30分）

奇数月第4木曜日に実施
行政相談委員による相談

毎月第4水曜日に実施
人権擁護委員による相談

生活なんでも相談は
毎週月・木曜日に実施

無料相談　■各種相談については内容をご確認のうえ、実施機関までお問い合わせください。

児童家庭相談

住 宅 相 談

人 権 相 談

就 労 相 談
消費生活相談

こころの健康相談

進路選択支援相談

障 害 者 相 談

行 政 相 談

教 育 相 談
【要予約】

生 活 困 窮 に
関 す る 相 談

【要予約】

弁 護 士 相 談
【要予約】

【要予約】

たじりふれ愛センター1階　案内図

▼

▼

女性のためのなんでも相談（要予約）

日時　 １月17日（金）【次回は2月7日（金）】
電話　466－5019（企画人権課）
※原則毎月第 1 金曜日　

（専門女性カウンセラー）
▼

相談スペース ほっ…と。入口

入口

入口

相談スペース　ほっ…と。

（生活なんでも相談）
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※Ｐ.○は、広報○ページを参照してください。 
＊12月28日（土）、1月4日（土）、5日（日）のふれ愛センター貸館業務及びフリースペースは利用できます。

【略称】　ふ ＝ ふれ愛センター　　公 ＝ 公民館　　相 ＝ 相談スペースほっ・・・と　　
　　　　　介 ＝ 介護予防ポイント対象事業（ふれ愛センター） 健 ＝ 健康ポイント

田尻町　令和2年   1月  行事カレンダー

20

29 30 31 １ ３２ ４R１ 12月 R２ １月

２月

大晦日

成人の日

元日

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈ふれ愛センター
　　　　休館日〉

〈公民館休館日〉

介 健  健康大将
        （P.8）
　      午前10時～

介 健  健康大将
        （P.8）
　      午前10時～
相 女性のための
　なんでも相談
　 （P.27）
　午前10時～

介 健  健康大将
       （P.8）
　      午前10時～

介 ディスコン講座
　  (P.13)
　  午後1時30分～ 介 認知症カフェ

　 午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後2時40分～

介 男の筋トレ教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～

介 男の筋トレ教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後2時40分～

介 男の筋トレ教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 民謡講座
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後2時40分～
介 WAOたじり
　  (P.12)
　  午後2時～

介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～

ふ にこにこ会
　  午後2時～

介 園芸講座
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～

介 生きがい体操教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～

公  成人式（P.23）
午後1時30分～

ふ 障害者のための
　　茶話会
　　ルリエinたじり
　   午後1時～

ふ 3歳６か月児健診
　  (P.8）
　 午後１時～

小・中学校
3学期始業式
『見まもりデー』
（P.9）
午前7時40分～

介 健  健康大将
       （P.8）
        午前10時～

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

消防出初式（P.21）
午前10時～
（中学校運動場）

介 なごみの里
　  午後1時～
※吉見集会所
介 男の筋トレ教室
　  (P.13)
　  午後1時30分～
介 民謡講座
　 (P.13)
　  午後1時30分～
介 生きがい体操教室
　 (P.13)
　  午後2時40分～

公民館休館（12/29～1/3）

役場・ふれ愛センター＊休館（12/28～1/5）
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　（ ふれ愛センターでは受付を行っていないものもあります。）

1月21日（火）
午後1時～4時30分

1月23日（木）
午後1時～4時

1月23日（木）
午後1時～3時

1月22日（水）
午後1時～4時

毎週月～金曜日
午前 8 時45分～
　　午後 5 時15分

（祝日年末年始を除く）

【面談による相談】
毎週水曜日
午前10時～正午

【電話による相談】
随時

ふれ愛センター 1 階
ボランティアビューロー

大阪府岸和田
子ども家庭センター
生活福祉課内
はーと・ほっと相談室
電話 441－2760
FAX 444－9008

ふれ愛センター 1 階
ボランティアビューロー

基幹包括支援センター
いずみさの

（泉佐野市社会福祉協議会内）

福祉課
（出張相談日のみ）
電話 466－8813
FAX 466－8841

電話 464－2977
FAX 462－5400

毎月第3火曜日に実施
基幹包括支援センターいずみ
さのの相談支援専門員による
出張相談

開 設 相 談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

ふれ愛センター   1 階
相談室

公民館　2階
小会議室

役場別館
2階　会議室

都市政策課

企画人権課

産業振興課

こども課
電話 466－5013
FAX 466－8841

企画人権課　
広報公聴係
電話 466－5019
FAX 466－8725

都市政策課
電 話 466－5006
FAX 466－5025

ご希望の方は事前に連絡をお
願いします。

相談支援員がお受けします。
まずはお電話ください。

ご希望の方は、ご家庭にもう
かがいます。

日　　　時 場　　　所 お問い合わせ 備　　考

指導課
電 話 466－5022
FAX 466－5095

企画人権課
電 話 466－5019
FAX 466－8725

産業振興課
電 話 466－5008
FAX 466－5025
健康課
電 話 466－8811
FAX 466－8841

毎週火曜日
午前10時～午後 3 時

ふれ愛センター   1 階
たじりカウンセリング
ルーム

ふれ愛センター   1 階
相談室

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）
毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

指導課・学事課
電 話 466－5022
FAX 466－5095

ふれ愛センター   1 階
相談室

ふれ愛センター 

専門相談員（保健師）がお受け
します。
電話による相談も受け付けて
います。

奇数月第4木曜日に実施。多数
の場合は次回になります。ご了
承ください。（一人1回30分）

奇数月第4木曜日に実施
行政相談委員による相談

毎月第4水曜日に実施
人権擁護委員による相談

生活なんでも相談は
毎週月・木曜日に実施

無料相談　■各種相談については内容をご確認のうえ、実施機関までお問い合わせください。

児童家庭相談

住 宅 相 談

人 権 相 談

就 労 相 談
消費生活相談

こころの健康相談

進路選択支援相談

障 害 者 相 談

行 政 相 談

教 育 相 談
【要予約】

生 活 困 窮 に
関 す る 相 談

【要予約】

弁 護 士 相 談
【要予約】

【要予約】

たじりふれ愛センター1階　案内図

▼
▼

女性のためのなんでも相談（要予約）

日時　 １月17日（金）【次回は2月7日（金）】
電話　466－5019（企画人権課）
※原則毎月第 1 金曜日　

（専門女性カウンセラー）
▼

相談スペース ほっ…と。入口

入口

入口

相談スペース　ほっ…と。

（生活なんでも相談）
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町 民 憲 章    昭和28年5月3日町制施行　
　わたしたち田尻町民は、和泉連峰をのぞみ、茅渟の海につながる
優れた自然環境のもとに、古い歴史を刻み、豊かな文化をはぐくん
できました。この心のふるさとをみつめながら健全な心身を養い、み
んなの幸せと繁栄を願い、うるおいと安らぎのある町づくりを目指
し、こぞって努力することを確かめあうため町民憲章を定めます。

一　きれいな海とみどりのまちをつくります。
一　力を合わせ平和なまちをつくります。
一　楽しい家庭と豊かなまちをつくります。
一　おもいやりの心と健康なまちをつくります。
一　文化を高め明るいまちをつくります。

謹
賀
新
年

発
行
と
編
集
／
大
阪
府
泉
南
郡
田
尻
町
嘉
祥
寺
3
7
5 

－

1

　

第62回　全国硬筆作品展覧会で各賞を受賞

田尻で収穫し、金芽米に加工したお米を給食で提供

　農業委員会の皆さまと東洋ライス
株式会社さまの協力のもと、今年も
本町で収穫し、金芽米に加工したお
米を使用したごはんを小・中学校及
びたじりエンゼルの給食で提供しま
した。
　今年のお米も子こども達から好評
で、美味しいとの声がたくさんあり
ました。
　ご協力いただきました皆さま、あ
りがとうございました。

ワイドアングルワイドアングルワイドアングル

町府民税第4期分の納期限は１月31日（金）です。町府民税第4期分の納期限は１月31日（金）です。

文部科学大臣賞
田尻町立小学校　５年生

斉藤七海さん
さいとうなな み

泉佐野市長賞
田尻町立小学校　６年生

中西美結希さん
なかにし  み   ゆ   き

日本郵便株式会社社長賞
田尻町立中学校　２年生

谷川結奈さん
たにがわゆい  な

元気 な元気な

現在２月号の募集をしています。詳しい内
容については、電話又は町ホームページを
ご覧ください。

企画人権課　電話 466-5019
                  FAX 466-8725

問

募集中！募集中！


